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議 事 日 程 第 ３ 号

６月17日（火）10時開議

日程第１ 市政事務に対する一般質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成20年６月武雄市議会定例会一般質問通告書

順番 議 員 名 質 問 要 旨

５ 15 石 橋 敏 伸

１．地産地消について

２．学校給食について

３．環境問題について

６ ８ 上 野 淑 子

１．教育について
①校舎の耐震強化について
1)再度見直されている学校耐震化補助について
2)市の学校施設の対応は

②児童・生徒の携帯電話の現状は
1)有害サイトの危険防止についての取り組みは

２．文化遺産について
①遺産の保存の現状と活用について

７ 25 牟 田 勝 浩

１．武雄市のＰＲについて

２．武雄市民の健康と安全について

３．周辺部交通施策について

８ 22 平 野 邦 夫

１．武雄市民病院について
①存続と地域医療連携
②公募要領と選定について

２．後期高齢者医療制度の問題点について

３．配食サービスの充実を

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

開 議 10時

○議長（杉原豊喜君）

前日に引き続き、本日の会議を開きます。

日程に基づきまして、市政事務に対する一般質問を続けます。

日程から見まして、本日は22番平野議員の質問まで終わりたいと思います。

それでは、通告の順序に従いまして、15番石橋議員の質問を許可いたします。御登壇を求
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めます。15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

皆様おはようございます。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、15番石橋

の一般質問をさせていただきます。

私も議員になって２年が過ぎておりますが、市民の皆様の声を届けるべくしっかりと務め

させていただきます。

岩手・宮城内陸地震でお亡くなりになられた方々に対し、心から御冥福をお祈りいたしま

す。

市長、教育長には前向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。

これまでに質問された内容と重なる部分も幾つかありますが、御理解いただきますよう重

ねてお願い申し上げます。

それでは、通告に従い、３項目につきまして質問をさせていただきます。

本市は、合併によって旧武雄市のときと比較すると、耕作面積が約1.59倍、農林分野の持

つ意味も大きくなっています。今後、本市の中でも重要な課題の一つになることは確かで、

特に農業に関しては、農は国のもとという言葉もありますが、農業の推移は地域全体の、市

全体の、ひいては国全体の脆弱化につながっていくことも懸念されます。

農業について次のような問題が大きくなっている現状にあります。

まず、農業への従事者の減少と高齢化という問題です。

本市においても、農家戸数が1995年の１市２町合計で3,854戸から10年後の2005年では

3,410戸へと大きく減少していることがわかります。さらに、耕地面積を見ますと、同じ

く1955年との比較になりますが、１市２町の合計で2005年では４万5,000アールの減少にな

ってきています。これとともに、農家の高齢化も一つの原因であると思いますが、これらは

放棄田の増加につながり、生産構造が弱体化し、地域全体で見ても集落機能が低下している

ことをあらわしています。

昔は地域全体で支え合い、農繁期になると学校や会社が休みになって農業に地域社会で取

り組んでいたような気がいたします。現在ではその機能が低下していると言わざるを得ませ

ん。これらの背景には、戦後の国の農業政策の流れやＷＴＯなど国際的な要因、あるいは選

択する職業の多様化などいろいろな社会的要因があることも確かであります。

国の政策で昨年から、農地、農村、地域を面として活性化する農地・水・環境保全向上対

策、需給調整を農業者、農業団体が主体的に行う米政策改革推進対策などが実施されており

ます。これらの政策により我が国の強い農業を確立し、自給率の向上や多面的機能の向上に

つなげることができるかどうか注目されるところであります。また一方、市内には副業的農

家、自給的農家が多く、経営規模も全国平均の半分程度で農業意欲の減退を招いているのが

現状であります。それらの農業にとって効果的な対策と言えない気がしてなりません。集落
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営農を進めることももちろん大事な施策であり、本市においても取り組んでいく必要があり

ますが、このことについて、農業後継者の問題を含め市長の考えはどうですか、お聞きいた

します。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

農業後継者、そして高齢者の方を含めての農業政策のあり方についてお尋ねがあったとい

うふうに認識をしております。

私は、農業はこれから２つの方向に向かうと思っております。１つは、農産業としての農

業であります。これは基本的につくればつくるほどもうかる、所得が上がる、こういった農

業を展開しなければいけない。例えて言うと、今、種々の批判はありますけれども、レモン

グラスについて申し上げますと、少なくとも去年は米の単位面積の収穫高の17倍の値段で取

引をされております。これが17倍のままでいくかどうかというのは、それは私は悲観的に思

っておりますけれども、少なくともこれが地域の所得の向上を図るという意味では大きなき

っかけになるものだというふうに思っております。

そういったことで、私とすれば、まず第２、第３のレモングラスをつくっていこうという

ふうに思っております。それは、じゃあ新しいものをつくるのかといったことについては、

それは否であります。

きょう私、営業部長から雑誌を、（資料を示す）こういう「うかたま」という雑誌がある

ようなんですけど、この御飯１杯幾らかということで、次をぱっと見ると、御飯１杯20円な

んですね。よく都会の皆さんは米は高いということを言われていますけれども、これここに

も書いてありますけれども、高いというのは外食とか昼食向けに出しているんで、実際の消

費者の皆さんに回るときというのは、本当の米の原価で１杯20円だということなんですね。

だから、これが認識をされていないということが非常に問題であるといったことから、私は

米をもう一回見直したいというふうに思っています。

１つは、これはさきの官房長官の会見で、減反政策について言われました。これについて

私は今それをどうこうするという答えは持っておりませんけれども、米の政策のあり方につ

いて、私は米というのは増産を図るべきだと実は思っています。それをこういう流通に乗せ

ることなくして、例えば地元の旅館であるとか、あるいは地元に直接持っていく、例えば給

食に持っていくということもあろうかと思います。そういう意味で、我々消費者が生産者を

地元の中で支えていくということが私はもう絶対大事だと、要するに農業というのは農業経

営者だけがやるんではなくて、農業をやっていただくために我々消費者、市民が守っていく

んだという、私はその決意というのは必要ではないかというふうに思っております。これは

小麦、大豆もそうかもしれません。そういうことで、米を中心として、シンボルとしてもう
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一回見直しをしていきたいというふうに思っています。

それとともに、私はもう１つ、やっぱりじいちゃんばあちゃん農業であります。じいちゃ

んばあちゃん農業に関して言うと、これも農水省と、あるいは県と物すごい調整をしなきゃ

いけませんけれども、私は農家の皆さんたちにきちんと財源さえ担保されれば、ちゃんと所

得保障というのはもうありだと思います。要するに国土を守っていただいている、あるいは

自分たちのふるさとを守っていただいているという観点からすると、私は国土保全としての

もう１つの農業の役割があると思いますので、そういう意味から２つにきちんと分けていく。

じゃ、何でそれを今までしなかったんだろうかということに関して言うと、恐らく全体のパ

イが広がっていっていたと、日本の。今もう見直すべきに差しかかっていて、それが私とす

れば最初で最後のチャンスだろうというふうに思っておりますので、今度農水省に行く機会

もあります。副大臣が２人も出ておりますので、それは両副大臣にしっかり言っていこうと

いうふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

国の農業政策として、農地活用などを含め農業振興という意味でも、補助金を使っている

が、本来自立することが目的であり、決してこのままで済むわけではありません。商工業に

おいては補助金などはなく、自立して営業をしているわけであります。ただ単に国の補助金

などを分配するのではなく、武雄市独自の政策を考え推進する必要があります。ひいてはこ

れが武雄市の自立のかなめになると考えます。

このような厳しい状況の中で、地産地消及び食のブランド化についてお聞きいたします。

いろいろな場面で食の安全が危ぶまれている昨今、顔の見える生産者から新鮮な野菜を調

達できることは、安心だけでなく、地域経済の活性化や地域への愛着につながり、また、輸

送にかかるエネルギーの削減にもなります。その地産地消をさらに進めるべきと考えますが、

それにはＪＡやその他の農業団体とともにさらに緊密な連携をとる必要があると考えます。

また、本市には黒尾のキュウリや若楠ポークなど、ほかの都市に誇れる農産物もあります。

地域の伝統的食文化の推移と継承の意味でも本市でとれた農産物、特に西川登のお茶をブラ

ンド化し、市内はもとより市外に対して売り出してはと考えます。そのことが、ひいてはそ

れらの農産物をつくる農家の増加につながることも期待できないでしょうか。

そこで、お伺いいたします。先ほども述べました西川登を初めとする市内の地域で生産し

てありますお茶を今後ブランド化して売り込むべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか、お尋ねをいたします。

○議長（杉原豊喜君）
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前田営業部長

○前田営業部長〔登壇〕

おはようございます。まず、平成17年度産の市内における農業所得の一番多いほうからち

ょっと申し上げてみますと、一番多いのはやっぱり米でございます。米が約18億円、それか

ら２番目が肉用牛の８億6,000万円、それから３番目が豚の６億1,000万円ということで、あ

と小麦、大豆、キュウリ、その次に、７番目にお茶が１億1,000万円という売り上げがござ

います。これについては、農林統計の年報からでございますが、このお茶につきましては、

先ほどありましたように、西川登を中心に今お茶の栽培があっています。これについて県の

ＪＡのほうで茶業振興計画書というのができておりまして、その中では、「新たなブランド

確立を目指してはばたけ嬉野茶」ということで売り込みを図っていくということでございま

す。できれば武雄茶がいいわけですが、全国ブランドとしては嬉野茶ということで、県の

ＪＡとしてはそういう売り込みをやっていくということでございます。

それから、市内の取り組みでございますが、今現在、市内に生産の展示圃の設置が、これ

は西川登の矢筈、小田志、それから庭木地区の３カ所ございます。それから、あと生産者に

よる技術向上のための研修会等の開催ということで取り組んでおりますが、それともう１つ

は、来年度県のほうで九州の茶まつり佐賀嬉野大会ということで、これは第39回の九州茶業

大会が開催されるということでございますので、その中で、先ほど言いました嬉野茶を積極

的に売り込んでいくということで、ひいては武雄のお茶の振興にもなっていくということで

考えております。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

先ほど営業部長の答弁で笑いが漏れるということ自体が、私はそこがやっぱり武雄の置か

れている現状だと思うんですね。私はブランド化といったときには、確かにこういったこと

も必要だと思います。しかし、これから思うのは、同じものをつくったときにやっぱり２倍、

３倍の値段で売らなきゃいけない。そのとき考えられるのは、例えば京都の一方堂です。こ

の一方堂というお茶の卸のところは、少なくとも私が知る限り、全く同じものをつくってい

るところとその一方堂は値段が数倍違います。それともう１つが、これもうインターネット

の世界ですけれども、山形であるとか、ああいったところでもお茶をつくいよんさあわけで

すね。そこのお茶をつくっておられる方がそのまま産業になっているわけですね。だから、

私は例えば、西川登という名前ではなくて、例えば石橋茂右衛門製茶園とかというふうにし

て、もう名前をそのままきちんと、いわれのある名前をつけて、サントリーの、あれ伊右衛

門でしたっけ、サントリーは伊右衛門ですね、あれも実際あったのを新たに名前をつけたわ

けですよね。そういうふうにして物語性のあるブランドをつくるというのは、あのサントリ
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ーができたことだから我々もできると思います。

そういうことで、そういう気概を持ってしていただく。そしたら消費者が、ああ、これ何

じゃろと、単に嬉野茶とか、例えば西川登、武雄とかじゃなくて、そういうふうに物語性の

あるものをつけていただくことによってお茶というのを出していけるんではないかと私は思

っています。これ個人名でもいいかもしれません。それを思ったのは、去年、石橋議員に連

れられてお茶の製茶場に行ったときに、本当においしく思いました。もうこれは日本の、私

はお茶好きですけれども、どこのお茶にももう負けないどころか、本当にすぐれたお茶だと

いうふうに、色もいいし、思いましたので、それだけの私は潜在力があると思います。

そういうことで、ぜひこれはそういうブランド、同じものでもやっぱり２倍、３倍で売れ

るようなことを我々営業部も知恵を出していきたいと思いますので、ぜひそれは御念頭に置

いていただければありがたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

ありがとうございます。新聞折り込みで（資料を示す）嬉野茶、八女茶と互角ということ

でありますが、ここが武雄やったらまだよかったでしょうけれども、嬉野茶も今、武雄流通

センター絡みで一緒になっているそうでありますので、いいお茶ができていると思っており

ます。何とかブランド化していただきたいと思っております。

それでは、地産地消について今後どのように取り組んでいかれるか、具体的にお聞かせ願

いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

前田営業部長

○前田営業部長〔登壇〕

お答えしたいと思います。

地産地消の取り組みでございますが、今、１つ武雄市のほうで取り組みをしているのが学

校給食でございます。これにつきましては、県の事業でございますが、学校給食ふるさと食

の日支援事業というのがありまして、ことしから武雄の食の日ということで、年間を通して

テーマを決めて学校給食の中に地元の野菜等を取り込んでいくということで、例えば５月に

おきましては、チンゲンサイを主とした学校給食の取り組みがされております。これについ

ては、山内、北方、それから武雄の小学校、中学校のほうで取り組んでおります。

それからもう１つには、若木の永野地区でニンジンを試験栽培して、それを学校のほうに

納入をしているというケースもございます。それから、山内、若木、武内、北方、西川登、

そこにおいては地元の直売所とか、あるいは生産者の部会とか、ＪＡの営農学級とか、そう

いう方が学校のほうからメニューをもらいまして、そこに作付をお願いするとか、そういう
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取り組みがあっております。それから橘については、地元の営農学級と連携して学校の農園

でつくったものを給食に活用していくとか、そういう取り組みが今現在進んでおります。

（「東川登も言うて」と呼ぶ者あり）はい。

東川登についても、先ほど言いましたように、学校のほうで地元の食材を使っているとい

うことで、それから、そのほかにＪＡの女性部のほうでは郷土料理教室の開催とか、それか

ら、ほかのいろんなグループによる漬物の教室とか、そういういろんな取り組みが今現在あ

っておりますので、市としてもそこら辺については支援をしていきたいというふうに考えて

おります。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

今後も地元のものを使っていただきたいと思っております。

次に、学校給食における食育と地産地消についてお聞きします。関連でありますが、お願

いをいたします。

今の子どもたちばかりじゃないと思いますが、御飯の上にポテトチップス、その上にマヨ

ネーズをかけて食べる、魚は骨がないのが当たり前、でき合いの惣菜が食卓を飾る。食文化

の変化なのかよくわからないところでありますが、子どもたちへの影響が心配されます。朝

食を食べない、骨折をしやすい、情緒不安定など学習障害等々のさまざまな子どもたちの変

化が社会問題化しています。そこにはさまざまな要因が存在していると思いますが、私は食

生活の変化が一因をなしていると思います。

いずれにしても、次代を担う子どもたちが健全に保ってほしいと思うのは皆さん方も一致

するところであります。家庭を含め、食育といいますか、子どもたちの食事について考えて

いかなければならないと思います。学校給食はその一翼を担う大切なものだけに、よりおい

しいものを、より食育に役立つものをと思います。「料理は愛情」とどこかの料理研究者が

言っていたような気がいたします。また、昔、榊原郁江さんがやっていたカレーのＣＭだっ

たと記憶しておりますが、最後にカレーの入った鍋のふたをあけて「愛情」と言っていたよ

うな気がいたします。

子どもたちが食べる給食なので、各学校の給食調理員の人たちは毎日真剣に料理に気持ち

を込めてつくっていらっしゃると思います。そんな給食を食べている子どもたちは何と幸せ

なことでしょう。そして、ほとんどの子は普通に食べていると思いますが、何人かは愛情を

感じて食べているところだろうと思います。

私は子どものころ、親に連れられて茶畑に茶摘みに行っていました。このおいしいお茶を

使った料理が子どもたちに食べさせられないものか、ぜひとも学校給食に使えないものか、

さらに、パンやめん類など小麦製品を減らし、米を中心とした日本食をふやすことも自給率
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を向上させます。学校給食をすべて米給食にかえることで地産地消、農業を守り、食育をよ

り進めることができると思いますが、お考えをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

学校給食につきまして、先ほど食育について話がありましたように、教育委員会といたし

ましても、今年度栄養職員の配置校をかえて全市的に食育が推進できないか、あるいは食育

推進計画にのっとりまして学校との連携ということで推進をしているところでございます。

米飯給食の回数をふやせということにつきましては、米飯給食は食事内容を豊かにして正

しい食習慣を身につけさせるという意味では、パンよりも米飯のほうがいいんではないかと

いうことで導入がなされ、回数もふえてきたところでございます。和食文化ということで、

子どもたちのはし遣い一つとりましても、いろんなマナーをとりまして、米飯給食のよさが

あります。また、副食についても、いろんな副食が御飯に合うというよさもあるわけであり

ます。先ほどからの地産地消の面でもよさがあろうと思いますし、御飯のほうがパンに比べ

量が調整しやすいなどという具体的なよさもあるわけであります。そういうよさ、そして、

地産地消、自給率の向上等々の面から回数をふやせないかということは、これまでも検討し

てきているところでございます。

現在のところで考えております課題といいますのは、やはりパンのほうが年間にして約

1,000円から1,200円は高くなるかなという試算をしております。それから、調理場での人数

がやはりパンに比べて調理員さんが余計必要だろうというふうに思っております。それから、

パンに比べて食物繊維が少ないという栄養的な面がありまして、その点から食材の数、量を

ふやさないといけないと、あるいはどうしても根菜類が御飯に合うということで、調理の手

間とか時間がかかる、そういう課題。それから、現実にパンが好きであるという子どもも多

いわけでございます。そういう課題を承知しているところでございますが、お話にありまし

た御飯のよさというのも十分わかっておるわけでございまして、どうにかふやせないかとい

う方向での検討をいたしていきたいと思っております。

訂正をさせてもらいます。御飯のほうがパンに比べ1,000円から1,200円高くなるというこ

とでございます。失礼しました。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

米を、米飯をふやすというのは私も賛成なんですけど、一つちょっと考えなきゃいけない

のは、米が出るとき必ず牛乳が出るわけですよね。これは私もこめかったときから牛乳もこ

れで嫌いになって、牛乳と一緒に食べる米も嫌いになったという私はトラウマのああとです
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よ。そいけんが、もし米飯をふやすとするならば、さっき教育長がお話をしたことと、飲む

ものですよね、そのときにやっぱり西川登のお茶の私は登場するというふうに思うわけです

よね。

そういう意味で、私は先ほど根菜類云々等が出ましたけれども、これは教育委員会と大分

見解を異にしますけれども、私は文科省の基準そのものがもう時代おくれだというふうに思

っています。昔は給食が中心だった。今ますます違う意味で給食が中心になるというのは、

それは私も認めますけれども、全体３食として考えると言ったときに、私は給食というのが、

さっき教育長は子どもが嫌いと言っていましたけど、好きにさせるのが我々の仕事だという

ふうに思っているんですね。次代を担うのは子どもたちなんですね。

だから、そういう意味で私は給食ということが、栄養という側面は確かに教育長の言うと

おりですけれども、やっぱりそこで教育、給食も私は教育の一環だというふうに思っており

ます。そういう意味で、私は先ほど言ったお茶の面も含めてもう再検討する必要があって、

私自身はふやしたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

ありがたい御答弁でございます。

山口裕子議員の３月の議会の一般質問の中であったとを私がとったような気がいたしまし

て、申しわけありません。

それでは、学校給食の未納者に対してはどのような対応をされているのかお尋ねをいたし

ます。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

給食費の未納についてでございますが、給食費の滞納率といいますと、６月現在で実質５

校６名という報告をいただいております。

これは昨年度あたりよりもはるかに減少して、少ない数値になっておりまして、何かの都

合で未納になっておられると思いますけれども、よその地区でその法的措置まで考えて問題

となっていることを考えますと、本当に保護者の皆様の御理解、そして、給食を運営してい

ただいている皆様の御苦労に感謝を申し上げたいとありがたく思っております。

そういう中で、19年度はそのような数を今申したところでございますが、それまでの未納

者まで含めまして、学校長の責任におきまして、職員、あるいは育友会のＰＴＡの方、地区

の給食費徴収員の方、連携をして徴収をいたしているという状況でございます。

○議長（杉原豊喜君）
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15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

19年度は６名程度ということは、もうほぼ完璧ということですよね。払ってあるというこ

とで安心しております。

それから次に、環境問題についての質問であります。

廃プラスチック分別収集の趣旨、目的は何か。

環境問題は今や地球全体で考えなければならなくなっています。７月に主要国首脳会議、

北海道洞爺湖サミットが開催される予定で、環境サミットと言われるように環境問題が主要

テーマの一つとなっています。

環境問題はどのような問題なのかというと、１つ目、二酸化炭素による地球温暖化、２つ

目、フロンによるオゾン層の破壊、３つ目、大気汚染、４つ目、海、河川の汚染、５つ目と

いたしまして、森林破壊、砂漠化、生物種の激減、６つ目、廃棄物、ごみ処理問題などがあ

ります。特に問題なのは、地球の温暖化の問題です。人類が産業発展の過程で石炭から石油

とエネルギー転換を行い、急激に発展しました。その結果として、ＣＯ２を多量に排出し、

地球は温室のように温まり、気象変動が各国で報告されています。地球温暖化が進むと氷河

など融解し、大量の水が海に流れ込むだけでなく、海水が温められ膨張し海面水位が上昇し、

例えば南太平洋のツバルという小国やインド洋のモルディブ共和国が水没するなど、日本の

大都市が水没するおそれもあると言われています。

私たちは、生活の豊かさを求め、企業が利潤を追求する産業社会に暮らしています。企業

は大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムをとっています。本当にこれでよいのでし

ょうか。豊かさを求め過ぎず一定に抑え、足るを知り、もったいないの心を忘れてはなりま

せん。

環境問題は余りに広い問題で多岐にわたっていますが、身近なごみについて６月から始ま

りました廃プラスチックの趣旨、目的は何かお聞きいたします。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

廃プラの目的ということですが、これまでペットボトル以外のプラスチック類はごみとし

て焼却していたわけです。しかしながら、このプラスチックというのは資源物でございます

ので、リサイクル、あるいはリサイクル資源化することで焼却ごみの減少、それでもって焼

却する際のＣＯ２の削減というところから地球温暖化を防止するということでございます。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕
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私たちは、まず資源の消費を減らすためには要らないものは買わない、次に使えるものは

何回でも繰り返し使い、そして、使えなくなったら資源物としてリサイクルに協力していく

ことが身近にできる地球温暖化対策の一つだと考えております。

佐賀のがばいばあちゃんの語録にある「けちは最低、節約は天才」「拾うものはあっても

捨てるものはない」と、忘れてはいけない知恵だと思います。

分別されたごみはどのような流れで処理されるのか。時々身近な話題になるのが、ごみと

して分別して出したものがどのように処理されているのかということですが、主婦の方々に

も聞かれます。燃えるごみや燃えないごみについては、家から排出された地区の集積所に集

められ、指定業者が収集し、杵藤クリーンセンターに搬送運搬され、焼却され、その灰は固

められて埋め立てて処分されるか、燃えないごみの金属については分別され業者に引き取ら

れ再利用されていると聞いています。缶、瓶、ペットボトルは同じように指定業者が収集し

リサイクルセンターで分別され、それぞれ資源物として入札され、業者が引き取り再資源化

されていると思います。

さて、ここで、６月から始まった廃プラスチックはどのように処理されているのかお聞き

いたします。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

家庭から分別排出されましたごみ、これはその地区地区の集積所に集められるわけですが、

そこから市の指定業者が回収すると、その指定業者が回収したものは次の段階で中間処理業

者のところに運ばれるわけですね。その中間処理業者がきれいに分別して、そして、きれい

に分別したものを今度は最終の処分業者に渡すと、そして、その最終処分業者はその次の段

階で、例えば燃料として使う、あるいは再製品化するというふうな形で流れていくというこ

とでございます。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

最後になりますが、佐賀西部広域環境組合で考えられているごみ処理施設では、廃プラス

チックの処理はどうするのか、４市５町でつくる県西部広域環境組合で考えられているごみ

の処理施設では廃プラスチック処理はどのようにするのか、検討状況をお聞きいたします。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

西部広域環境組合での今現在決まっていることは、処理能力を１日250トンで焼却すると
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いうところの計画までは決まっております。その後のその中で資源化施設ですね、リサイク

ル施設、これをどうするかというのはまだ決まっておりません。ただ、循環型社会の形成に

向けたところの取り組みをせにゃいかんということはありますので、そこら辺でプラスチッ

ク類を初めとした各種の品目等をどうするのか、今後建設計画の中で検討されていくという

ことになります。

○議長（杉原豊喜君）

15番石橋議員

○15番（石橋敏伸君）〔登壇〕

環境問題は、私たちができることからまず始めることが解決に向けての一歩を踏み出すこ

とになると考えています。

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（杉原豊喜君）

以上で15番石橋議員の質問を終了させていただきます。

次に、８番上野議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

おはようございます。８番上野、議長より登壇の許可を得ましたので、これより一般質問

をさせていただきます。

先日の一般質問は、皆さんが市民を思い、市民の命を思う余り激論を交わされているやり

とりを聞き、私も本当に再度改めて真剣に考えていかなけりゃならないなと思った一日でし

た。真剣に考えておりますけれども、それ以上に、きょうまた私も命にかかわることについ

ての一般質問もさせていただきたいと思っております。

自然の猛威になすすべなし、１カ月前の中国の大地震の驚き、中でも校舎倒壊により、こ

れからという多くの子どもたちが犠牲になるという大惨事に胸が締めつけられる思いでした。

世界じゅうの人々は、自然の恐ろしさと悲しみを受け震撼されたと思います。多くの犠牲者

の方々に心より哀悼の意を表し、今後このようなことがないようにと願っていたやさき、驚

きのおさまらないうちに、14日、岩手・宮城内陸大地震です。本当にびっくりしました。こ

こにはないとは言えない天災です。日を追うごとに被害の状況はひどくなり、心を痛めるば

かりです。そしてまた、ここでも犠牲者の方の御冥福をお祈りするとともに、一日も早い復

興を願うばかりです。幸いにして休日であったため、学校での子どもたちの被害はなかった

ものの、早急に再度耐震化に取り組むべきだと痛切に思い、質問をいたします。

この科学が発達した中で何とかできないものでしょうか。新聞で、地震の予知ができれば

どれほどいいだろう。昨年の11月１日からスタートした気象庁の緊急地震速報は強い揺れが

来る前に揺れの大きさを伝えるとのことでしたが、今回の震度６強の地域では間に合わなか

ったとありました。科学の力も及ばない天災、地震は人の手で抑制することができないとし
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たら、まずは私たちは大切な児童・生徒を守るために校舎の耐震の実態についてしっかりと

把握をし、早急な対策を立てる必要があると思います。

ここでまず、国では倒壊の危険の高いとされている小・中学校の校舎が１万棟あると発表

されておりますが、市の現状についてお伺いをしたいと思っております。

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長

○古賀教育部長〔登壇〕

お答えいたします。

武雄市の校舎等につきましてですけれども、対象の棟数につきましては約70棟になってお

ります。実は非木造の建物につきましては、昭和57年以降につきましては地震に十分耐えら

れるというふうになっておりまして、56年以前の非木造の建物につきましては耐震診断が必

要というふうにされております。このうち、武雄市におきましては、御承知のとおり校舎等

の改築、あるいは耐震補強、こういったものを順次進めておりまして、本年度につきまして

は、西川登小学校の改築等をさせてもらっているという状況でございますけれども、全体の

70棟の棟数に対しまして、現在改修が終わっていないのが21棟ございます。したがって、耐

震力を備えているという棟数は49棟で、全体の割合でいいますと70棟ということでございま

す。

以上です。（発言する者あり）

申しわけございません。棟数につきましてですけれども、全棟数が70棟でございますので、

耐震性を備える棟数につきましては49棟、したがって、パーセンテージで申し上げますと

70％ということになるわけでございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

再度ですけれども、十分震度に耐え得るということ、震度何度に対して目標があるのでし

ょうか。いや、それは大事なことだと思いますので、お聞きしたいと思います。

それからもう１つ、70棟と、全体で武雄市には何棟あって、そのうちの70棟なのかもお尋

ねしたいと思います。

それからもう１つ、３番目ですけれども、その耐震度を調べられた棟というのは校舎のみ

なのか。私たち、子どもたちは倉庫でも活動しますし、トイレもありますし、校舎に附属し

たいろんな建物がありますが、そういうような建物に対しての震度の耐震化の検査というも

のはどうなのかお尋ねしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長
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○古賀教育部長〔登壇〕

１点目ですけれども、震度につきましては、今度の岩手・宮城内陸地震が震度６強でござ

いました。で、震度６強で非常に危ないと言われる建物が実は今度の耐震補強工事の対象物

件ということになりますが、先ほど言いました21棟が未改修ということですけれども、震度

６強でもほぼ大丈夫というものも含まれておりまして、このうちで非常に危ないというのが

21件中２件でございます。これが震度６強で非常に危ないと言われる建物でございます。

それから、先ほど70棟と申し上げましたが、これは非木造の建物ということで、校舎、あ

るいは体育館、木造ではないということ、鉄筋コンクリートとか鉄骨づくりとか、そういっ

た建物でございます。

３点目ですけれども、棟数ですが、これは一棟一棟数えます。したがって、校舎で２棟あ

る場合は２と数えます。それから、体育館も１棟というふうに数えます。そのほかの建物に

つきましても棟で数えますので、例えば北方中学校で何棟あると、例えば、４棟あるとか５

棟あるとか、そういうふうな数え方をいたします。

以上です。

〔８番「そいぎ、みんなで何棟か」〕（発言する者あり）〔８番「ごめんなさい、

聞き間違いしておりました、すみません」〕

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長

○古賀教育部長（続）

再度お答えさせていただきます。

全体の棟数ですけれども、今回の耐震関係で調査をいたしておりますのは、非木造、いわ

ゆる木造以外の建物でございますので、全体で70棟でございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

すみません、聞き損なって失礼いたしました。

今のは鉄筋のみということで、木造については耐震はそれじゃどういうふうな見方をすれ

ばよろしいのでしょうか。

それから、先ほど聞きました、じゃトイレとか倉庫というのもみんなこれは木造なんです

かね。そこら辺ちょっとお尋ねします。

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長

○古賀教育部長〔登壇〕

お答えいたします。
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校舎には鉄筋、あるいは鉄骨、それから木造とございますけれども、現在ではほとんど木

造の校舎につきましてはなくなっております。しかも、この対象でございますけれども、56

年以前に設計施工、竣工された建物のうち、非木造建物で200平方メートル以上のものを対

象といたしておりますので、小さい物件といいますか、トイレ等あるかと思いますけれども、

それは対象といたしておりません。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

わかりました。耐震化については、武雄市の学校が十分に６強に耐えるということを聞い

て安心いたしました。避難場所にもなっておりますのでですね。

それからもう１つ、今大変なことでございますけれども、トイレ等木造などは入っていな

いということですけれども、本当に今の災害を見られておわかりだと思いますが、トイレに

いるときに地震がないとは限らないし、子どもたちが木造の倉庫で作業をしているとか、学

校ではどういうことでも、どんなときでもありますので、そういうときに地震が来た場合、

子どもたちはそれでいいのかな。

ですから、私は本当にここを心配したんです。大きな建物なんかは震度耐震化というのを

よく調べられたりしますけれども、この小さなところ、子どもたちがえてして小さいところ

で活動したり、トイレというのは本当にどこでもいつでも子どもたちが使うし、そんな大事

なところです。そういうところもそのままにしとっていいということは絶対ないと思います。

命を守る上にも何とかしなければならないと思いますが、そこはどのように考えていらっし

ゃるんでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長

○古賀教育部長〔登壇〕

先ほどお答えをしましたのは、耐震診断をする建物の基準につきまして御説明を申し上げ

ました。これは56年以前に建てられた建物のうち、木造以外の200平方メートル以上の建物

を対象として耐震診断を行ったということでございます。

先ほどおっしゃいましたトイレ等につきまして、しないということを言っているわけでは

決してございません。これまでの学校の改築の分をごらんになってもわかるかと思いますけ

れども、改修をする際はすべての建物を見直して改修をやっておりますので、決してそうい

った考え方でやっているというものではございませんので、今後も全体として児童・生徒の

安全を守るという考え方で取り組みを進めていきたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）
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８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

決して子どもの命をおろそかにしていらっしゃると思いはしませんけれども、やっぱり市

民の皆さんはこれだけ地震が続いたり、思わぬことが起こったりすると、子どもを安心して

学校に送り出すために本当に不安は募るばかりで、どうなのかということが私のところにも

意見が寄せられております。どうぞ早急に耐震化のほうの、木造のほうもよろしくお願いし

たいと思います。

それから、文科省は耐震化について今度新たな呼びかけを出されましたね。原則３年を目

標に取り組んでほしいと、異例の呼びかけとされております。補強事業の国庫負担率を２分

の１から３分の２に引き上げ、厳しい地方財政の中でも努力して学校耐震化を最優先して進

めてほしいと要請をされていると新聞に出ておりました。

市としては２件が大変危ないということでございました。それから、木造もまだ幾つかあ

ると、平米についても広い平米は対象になっておりますけれども、小さなところ、隅々のと

ころをどのようにこれから先、進めていかれるのか、その２件についてもですね。それから、

この国庫補助についてもどのように考えていらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

古賀教育部長

○古賀教育部長〔登壇〕

それでは、まず今回の補助率等の改正につきまして御説明をさせていただきたいと思いま

す。

今回国会におきまして、地震防災対策特別措置法という法律が改正をされまして、補助率

がまず改正をされました。これは、まず耐震補強の工事につきましては、これまで２分の１

の補助が３分の２の補助になると、それから、改築事業につきましては３分の１補助が２分

の１補助ということで、それぞれ拡充をされます。さらに起債の充当率でありますけれども、

補助裏、いわゆる補助を引いた残りの金額に対しましてそれぞれ、これまでは75％の充当率

であったというものが90％に拡充をされました。

そういったことで、いわゆる補助の制度、市の負担割合というのは従来よりも相当減った

ということになります。例えば、耐震補強でいいますと、これまで市の負担につきましては

約31％であったわけですけれども、今後は約13％になると。それから、改築事業につきまし

ては、26％程度が20％に減るということになります。なお、現在は学校の改築事業等々につ

きましては、合併直後でもございますので、合併特例債という起債を活用いたしております

ので、先ほど申し上げました耐震補強の31％、改築の26％という数字は若干下がっておりま

すけれども、現在の特例債を使った制度よりもさらに少ない負担で事業ができるというふう

になっておるところであります。
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以上でよろしいでしょうか。

〔８番「いえいえ、どういうふうに取り組んでいくかと、今から先。言いましょう

か」〕

すみません、申しわけございません。学校の改築等々につきまして、これからどうするか

という御質問でございます。

先ほど申しましたとおり、改修をしていない建物が21棟ございます。そのうち２棟が非常

に危険だというふうに診断がされておりますので、これらにつきましては早急に取り組みを

進める必要があろうというふうに思っておりまして、一回申し上げましたけれども、武雄市

では、学校施設の改修につきましては最優先で取り組みをさせていただいているということ

もございますが、現在計画がございますのが、西川登小学校までということになっておりま

すので、今後残された学校につきまして早急にできるような取り組みを進めていくというこ

とでいきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

本当に子どもたちのことを考え、最優先という言葉を聞いて安心いたしました。子どもを

親たちが安心して学校に送り出すことができますように、どうぞ本当に最優先で耐震化につ

いて子どもたちを守っていただきたいと思います。

続いて、次の質問に移りたいと思います。

３月の議会の前田議員の質問による携帯電話の件でですけれども、県等が、持ち込みは禁

止しているが、小学校６年生では９％、中学３年生で約30％強という報告がありました、３

月の時点でですけれども。でも、今一般の私たちの考えですけど、ほとんどの小・中学生が

携帯を持っていないというほうが珍しいと言われておりますが、私もそうじゃないかなと周

りを見ながら思っているところです。

また、19年３月の総務省の調査でも、小学校31.3％、中学校が57.6％、高校は96％という

保持のパーセントの報告がなされております。現在、３月から今に至ってですけれども、我

が市の小・中学生の現状はどのようなものなのか。

せんだっても、北方町の青少年育成防犯会議のときに携帯電話のことが話題になりました。

これだけ世の中、携帯電話でいろんなことが起きている。私たちも携帯電話についてもうち

ょっと勉強せんばいかんじゃなかろうかという意見が大多数から出されたところです。

授業中にコールの音がしたり、隠れてメールをしたりするというのを注意されている子ど

もがいるというのも聞きます。我が市ではどのようなものなのか。本当に携帯による恐ろし

い事件が後を絶たない今、どのように思っていらっしゃるのかお聞きしたいと、現状をお聞
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きしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

６月現在で所持率を尋ねたところでございますが、小学生で８％、それから中学生

で15.0％、小学生については５年生、６年生を調査いたしております。そういう状況であり

まして、全国の数値よりか低くなっております。また、３月ともかなりの違いがあるわけで

ありますが、現在の現状としてはそういう状況でございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

質問ですけど、どのようにアンケートをとられたものなのかをお聞きしたいと思いますし、

それから、本当にその数字が３月よりも随分と違ってきたとは思いますけれども、３月のと

きに答弁として、いろんな親たちに対するあれをしなくてはいけないということでされてお

りますが、どのようなことをされた上で今回のアンケートだったのか、お聞きしたいと思い

ます。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

今回の調査につきましては、学級で担任から調査すると、尋ねるという形での調査でござ

います。

それから、３月から間もないわけでありますが、その間に各学校でどういう取り組みがで

きたということまでは具体的にはつかんでいない部分もございます。ただ、お話にありまし

たように、いろんな会議、それから学校の校長初め、担当者、あるいはさまざまな会議で問

題になり協議をしているところは事実でございまして、保護者会等でも研修会をしたりとい

う状況もございます。そういうことで、この数カ月での減少というのはちょっと大き過ぎる

ような感じもいたしますけれども、現在の調査ではそういう状況でございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

３月から今までに対して具体的なことは余りということでございますけれども、今、教師、

担任が聞いてアンケートをとられたということですけれども、本当にこんなことを言っては、

疑ってはいけないと思うんですけど、その信憑性についてですけれども、（発言する者あ

り）いや、それは本当に思うのです。私たちが聞いた実態とか、それとは随分と違う数字だ
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なと、こう驚きの数字なんですけれども、本当に忙しい現場で先生方にアンケートをとって

いただいたことだろうと思います。大変だったと思いますけれども、どういうふうな状態で

とられたのかな、どういう項目でとられたのかなというのをちょっとお聞きしたかったもの

ですから、生徒を前にして、「持っている人」「はーい」とか、そんな、今そういうふうに

しか聞こえませんでしたので、そこのところをもう少し詳しく、どういうふうなことで、ど

ういうふうにとってこういう結果だったということをお聞きしたいなと思っておりますが。

それからもう１つ、すみません、携帯電話について、学校現場として、それから教育長と

してはどのようにこれが恐ろしいものだということにとらえていらっしゃるのかもお聞きし

たいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

お話にありましたように、非常に微妙な難しさを含んだ調査でございます。

実際にアンケート用紙で尋ねているわけですけれども、その中には非常にやっぱり深刻な

状況がございます。文章での表現を求めたところでは、１日のメールのやりとりが50件以上

と、そういう子どもさんもおられます。50回メールをやりとりしていると。あるいは１カ月

の使用料が5,000円以上になると。それから、そのメールのやりとりを50件以上、中には100

件ぐらいやっていると。そうしますと、これは想像も入るわけですが、もう何かしないと気

が済まないとか、あるいは返事が来ないと気が済まないとか、そういう子どもたちの姿が想

像できるわけです。

それから、最も怖いのが、顔も知らない相手、そういう人にメールをするという子ども、

中学生もやっぱり100人程度はいるんじゃないかなというような形で、数だけでなくて、そ

ういう形で子どもと信頼関係のもとに実情を調査して記入していただいたと、記入して調査

したという状況でございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

多分無記名かでアンケートをとられたんじゃないかなと思いますけれども、子どもたち本

当に心を開いて書いたかどうかもよくわかりませんけれども、我々が実態調査をお聞きした

ところからすると随分と違った結果だったなと思っておりますが、それから、今教育長は、

ほんの一部でしょうけれども、携帯に対しての不安なところというのをいろいろ申されまし

た。私はこの携帯の持ち込み禁止とか、いろんなことをするけれども、やっぱり携帯を持ち

込んでいいとしている学校もあります。朝、学校に来たら、先生がみんな携帯を集めて、帰

りになったら返すと、そういう学校もありますし、それから、今携帯、本当に子どもにとっ
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ても大人にとってもなくてはならない存在かとは思いますけれども、その持たせ方、持ち方

については、やっぱり私たちは学校としては責任を持ってしなくちゃいけないなと思ってお

ります。

それで、これは学校何とかというよりも親の問題じゃないかなと思っております。親がど

のようにこの携帯に対して思っているものなのか。委員会としては、教育現場としては親に

対してはどのように、先ほどあんまりいろいろ出尽くしていないとおっしゃったけれども、

もう現場の先生方初め、皆さんは携帯の恐ろしさというのは十分に御存じだと思うのです。

じゃ、保護者に対してどのようにですね。

こういうことも聞いております、携帯の業者もいろいろやっぱり怖いということもありま

すので、フィルタリングなどということも決まっております。でも、このフィルタリングと

いうのもちゃんとした、ａｕとかソフトバンクとか、そういったところの会社のを買えばそ

れもついていますけれども、量販店で買えばフィルタリングはついていないと、そういうこ

ともありますし、それから、今子どもたちは親が使わなくなった携帯をもらっている。そう

いう子は本当に多いのです、周りにも。じゃ、その携帯にはフィルタリングはついておりま

せん。有害サイトはどんどんどんどん入ってまいります。そういうことを考えますと、保護

者の教育というのがとても重要じゃないかなと思うんですけど、教育長どうお考えですか。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

お話のとおり、保護者の方が買い与えられるという場面が必ずあるわけであります。ある

いは料金を支払われる時点というのがあるわけであります。あるいはメールをした後、どう

も子どもの表情が変だと家庭で気づかれるようなこともありましょう。そういう意味で、保

護者の御理解のもとに協力してそれを指導していくということが非常に大事でありますが、

もちろんそれを学校での指導が効果的と、年齢的に同世代の者からの指導が効果的というこ

ともありますので、あわせて連携して進めていく必要があろうかと思っております。

先般の市連Ｐの役員会初め、いろんな会合におきまして、学校での保護者対象の研修会を

お願いしますということも極力続けているところでございます。先般は武雄中学校で実施さ

れたと聞いております。県警にサイバー犯罪防止課というところがございますが、そこから

直接来ていただいて、危険性や取り扱いについての講話をしていただいたとお聞きしており

ます。また、ほかの中学校で計画されているところもございます。

それから、こういうような（資料を示す）「携帯ネットの利用は大丈夫ですか」というチ

ラシを中学校３年の保護者様向けに配るようにしております。昨日来ておりますので、配る

ようにいたしております。

また、いろんなチラシがございますが、保護者の皆様へということで実際に研修会で使わ
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れ、そして配布もいたしているところでございます。ただ、研修会、保護者会といいまして

も、参加できない保護者の方もいらっしゃいますので、そのあたりは特に学校と連携する中

で協調して進めていく必要があろうと思っております。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

本当に今や携帯は犯罪、いじめ、援助交際等、地域の安全の崩壊の一番の温床となってい

ると思います。

私たちは本当に大人として気づかないところでとってもはびこっていて、いつこの恐ろし

い犯罪に巻き込まれないとも限りませんし、毎日毎日そのような新聞記事もあっております。

私たちは講習をすればいいだろう、こがんした、言うたけんよかろう、このプリントを渡し

たけんよかろう、それではいけないということを現実に見せつけられております。

先ほどの武雄中で実践をされたというときには、参考ですけれども、何人ぐらいの方がお

集まりだったのか、１つの例としてお聞きしたいと思いますが。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

申しわけございませんが、参加者の数まではちょっと把握しておりません。

この機会をいただいてですけれども、先ほどの数の問題ですが、３月の御質問のときには、

インターネットの利用率まで含めていると、今回の場合は携帯電話でしているということで

ございます。

それから、こども部のほうにもこの携帯ネット、メール等についてのパンフレット等も置

いていただくということになっております。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

今、武雄中でされて、今から計画をされているということですけれども、本当に今からま

た、夏休みもあっという間に参ります。夏休みになると学校を離れ、また子ども自身が個人

でやるようになりますし、また、このメールというのは本当に部屋に入ってしまって打って

いれば、だれが何をしているかわかりません。今、教育長もおっしゃったように、メール依

存とか、そういう子どもたちがふえて、本当に恐ろしいな、この夏が来るのも恐ろしいなと

いう思いがしております。どうぞ夏休み前に強制的にでも、学校で忙しい現場ではあられる

でしょうけれども、子どもたちを守るためにも、どうぞ計画を立てられて、携帯の恐ろしさ

の学習、子どもを守るために保護者はどうすればいいのか、地域は何をすればいいのか、家
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庭では何をすればいいのか、計画を立てておろしていただきたいと思っております。

本当に国語、算数、社会、英語も大事ですけれども、こういうことで子どもたちの命を失

いたくもないし、犯罪にも巻き込まれたくもないと思います。このところをしっかりとお願

いしたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。

次は、文化遺産についてお伺いいたします。

合併して３年目になります。武雄は、谷口議員が詳しいでしょうけれども、天平年間につ

くられた肥前風土記の中にもあるように、温泉というものはここから始まっております。そ

れからまた、武雄古唐津焼としては約400年前から伝承された陶器とか磁器があります。本

当に武雄というのは歴史と文化のあるまちだなあと思っております。

私もまだ全部は見ておりませんけど、せんだって発刊されました本をもとに一個一個、私、

自分のまちの文化遺産として回ってみたいなと思っておりますが、まだあらあらしか行って

おりません。

ここでお尋ねしたいんですけれども、市の文化財についてですけれども、ありとあらゆる

たくさんのものがありますけれども、全体として保存の現状と、どのように活用されている

のかなというのをお聞きしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

お話にありましたように、市内、有形、無形含めまして文化財あります。極力現地を訪ね

て確認をしつつ進めているところでございます。また、地元のほうからもう少し整備してく

れという要望もたくさんいただいております。

数が多いこと、あるいは指定の国、県、市等々の違いもあります。そういう中で合併後の

北方町、山内町の文化財も含めまして確認をしつつ、整備できるところから進めているとい

うのが現状でございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

本当に国、県、市、たくさんの指定があって、保存活用も大変だと思います。文化財とい

う本当に大事なものですけど、地味なものですし、もう石なんかでもふんだくっとったらわ

からないようなものでもありますので、大変でしょうけれども、本当に文化伝承していくた

めに先人の残したものを大切にしていっていただきたいと思います。

先ほど教育長もおっしゃったように、もっと何とかしてくれないかという意見もあるとい

うことですけど、私のほうにもあんなに野ざらしにしといていいのか、何とかできないもの
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かという意見も多々寄せられております。見直していかなければならないということですね。

今回はこの中でもいっぱいありますので、たくさんお聞きしたいことありますけれども、

２つお聞きしたいと思います。文化財ではなくて、産業遺産についてお尋ねをしたいと思っ

ております。

産業遺産の一つとして、日本の基幹産業である農業についてです。

今は全く見られなくなったり使われなくなったりしてしまった農機具、そのようなものを

私は子どもたちに見せ、みんなで残し、先人の遺徳をたたえたいなと思っておりますけれど

も、それを今現在はどのような状態で保存されているのか、一応どのように活用されている

のかもお聞きしたいと思っております。

続けてですけれども、もう１つは産業遺産ですけれども、これは炭鉱の遺産についてお尋

ねをしたいと思っております。

常々北方のときからでも私は思っておりましたけれども、ちょっと聞いてください。昭和

30年代までは黒ダイヤと言われて日本の産業を支えてきた石炭でしたけれども、エネルギー

革命によって佐賀県最後の炭鉱が昭和48年、西杵炭鉱が閉山いたしました。北方町民は炭鉱

に対する愛着は非常に強いです。炭鉱関係の文書、機械、機材を残すべきという声がありま

したが、これはもうずっと前のことですけれども、前々知事時代に炭鉱資料館をという建設

の機運が盛り上がって、まずつくろうかということになりましたが、運営上の問題と場所の

問題で実現までには行き当たりませんでしたと聞いております。この時点でそれらのものは

北方中学校に展示保管され、大型機械は損傷を防ぐ処置をして北方中学校のほうに移転され

ました。機械類は体育館に保存されました。この機械といっても物すごく大きな機械です。

炭鉱のトロッコとかレールとか、それから掘削機とか、シャベルというかな、とにかく大き

な鉄の機械ばかりです。平成２年の大水害で被害を受け、かなり破損をしました。一部は四

季の丘の資料館のほうに展示はしてありましたけれども、大型の機械等は屋外にシートで覆

うこともなく放置されたままでした。さびもひどく無残な現状です。この現状をごらんにな

りましたかということもお聞きします。

近年、今ここに至って産業遺産の重要性が叫ばれています。今この中で、とっても大事な

産業遺産をこのように放置されていること本当に残念に思います。この現状をどのようにお

思いなのか。それから、その当時、いろんな書類とかなんとかは県のほうに委託されたとい

うことを聞いておりますので、その後どうなったものなのか、お聞きしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

お答えいたします。

農業資料につきましては、やはり子どもたちが学習に利用する場合が多いわけですけれど
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も、現在、市内９校で保管をして学習に利用しているという状況がございます。また、これ

は社会科であったり総合的な学習、生活科等で利用していると。それから、農業体験学習な

どでは、あえて昔の道具を利用して学習したと、そういう例も聞いております。

それから、石炭産業についての産業遺産ということでのお尋ねでございましたけれども、

文化的な遺産にはそれに携わっていた方はもちろん、地域の方のいろんな思いが込められて

いると、こもっているということは重々承知するわけでございます。実際に今お話にありま

した北方西体育館の資料、あるいはその裏の工作機械等も実際に見せていただきまして、そ

の保管のあり方というのは非常に難しいなということを実感しているところでございます。

所有者は県になっておりまして、管理が市、旧北方町となっているわけでございます。また、

目録等も整備をしているというところでございます。大小合わせて150種類ぐらいの資料と

いうことで見込んでいるところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

見ていただいて、本当にびっくりされたと思いますけれども、炭鉱関係、私たちにとって

は懐かしい、本当にああすごいなと思う遺産ですけれども、今、鉄不足で盗難にも遭ってい

るということを聞いております。それで、何がなくなったか私もよくはわかりませんけれど

も、こうしてありますのでわかりませんけれども、盗難にも遭っております。貴重な遺産が

鉄くずになる状態なんです。それで、ほかの遺産も本当に大切にしなければならないけれど

も、この炭鉱遺産というのはほかにもありませんし、全国でももう１つしかないという遺産

もあるのです。だから、本当に先人の人には申しわけないなあという気持ちでいっぱいなん

ですけれども、市長の具約35にも、「武雄が全国に誇る数々の優れた「文化」に対して造詣

を深め、市長が先頭に立って、その保存、再生、アピールに努めます」とあります。また、

新市のまちづくりの中でも「歴史と文化と地域がはぐくむ心豊かなまち」、ちょっと飛ばし

ますけど、「武雄市には貴重な伝統文化・芸能があり、これらの資源を保存し後世に伝え

る」。また、「ふるさとへの愛着と豊かな心の育成、新たな伝統文化の創出に努めます」と

うたってあります。

こううたってある中で、また先ほどのあれですけど、文化財たくさんある中でですけれど

も、この本当に大事な産業遺産、炭鉱の遺産はふるさとの遺産として後世に継承していくべ

きだと思います。今後はどのように保存を計画されているのか、お尋ねしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

九州内でありますけれども、同じような炭鉱関係の資料展示等を幾つか見てまいりました。
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実際に大きな工作機械等の保存ということについては、非常にどこも苦労して外に並べてあ

るというのが実情のようでございます。あとほかの資料につきましては、それぞれ展示した

りしてあるわけですけれども、学習に生かすもの、あるいはその希少価値といいますか、そ

ういう面で非常に専門的なことも必要かというふうに思っております。

そういう意味で、現在、四季の丘の資料館、北方中学校の西体育館等に置いてありますの

を早急に、先ほど言いましたように、カード化して調査して、より意義ある資料ということ

で保存可能なものは保存していくということを考えていきたいと思っております。

それから、合併しているわけでありますので、石炭資料の中でやはり市民の皆さんに広く

理解していただきたいなと、そういうものがありましたら展示するように計画できないかな

と検討しているところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

この産業遺産の特に北方の炭鉱遺産については県との関係になります。したがいまして、

これは県との調整が必要であるというふうに認識をしておりますけれども、１つの案として、

もう全部が全部保存するというのは、これは非常に財政的な負担もかかります。そして、な

ぜこれを残すのということになりますので、例えば１つは、もうランクづけをするときに来

ているのかなと。要するにこれは後世に対して絶対遺産として残さなければいけないという、

例えて言うと１ランクのもの、これは残したほうがどっちかというといいだろうと、これは

第２ランクのものと、これはもうさすがに、これからのことを考えたときにこれはもう自発

的に残していただくというふうに、今までそれがないわけですね。だから、我々からしても

これが本当に重要なのか、そうではないのかというのはようわからんわけですよ。だから、

それは県とこれからランク分けについて調整をしたいというふうに思っています。

その上で、１ランクにあるものについては、これは市が責任を持って、私は県と調整しま

すけれども、それはやっぱり保存すべきだと。２ランクのものは、例えば個人、あるいは近

くの学校が保存をするということ、それと３ランクについてはもう個人にお任せしますと、

協力をお願いしますということで、そのリストをつくりたいと、リストをね。つくって、そ

の上で、それはきちんと我々のほうで、あるいはその関係者で保存をするというふうに、も

うみんなで保存をしていこうというふうに思っています。

そして、私は展示というのは非常に大事だというふうに思っているんですね。その展示に

ついては、今、これ教育長の頑張りで、この前、北方の画家、田崎さん、田崎さんでやっぱ

り1,000人ぐらいお見えになったんですね。1,000人ぐらいお見えになった。今の酔陶会も多

くの方がお見えになっているといったときに、そこにきちんと産業遺産展というふうな形で

ちゃんとやるということ、展示をきちんとやると。それを常設展という形にすると、市民、
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あるいは県民の皆さん見向きもしませんので、より歴史的な背景を加えた上でそれをやって

いきたい。

それともう１つ、最後にしますけれども、写真です。私は岩本富子おばあちゃんのところ

に行ったときに、もう92歳のおばあちゃんのところに行ったときに、あそこ写真屋さんをや

られていたということで、その当時の写真、パネルが、北方が本当に活気がみなぎっていた

ときの写真がパネルにあったんですね。それを遺産とともに写真もきちんと保管をし、展示

をするというのは、非常にあれ物すごくわかりやすかったんですね。だから、我々の若い世

代になるとなかなか産業遺産というだけではぴんときませんので、そういう写真もセットに

して展示保存ができるように考えていきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

８番上野議員

○８番（上野淑子君）〔登壇〕

本当にうれしく思います。そのようにいち早く、早くですね、先ほど言いましたように、

もう古びております、なくなってもおります。何でも最優先でということで悪いですけれど

も、していただきたいと思っております。

それから、本当に大切な遺産ですので、ランクをつけるときには専門家の方にいろんな意

見をお聞きになりながらしていただきたいと思っております。

それからまた、私はこの炭鉱遺産というのはほかにも近辺にありません。ですから、我が

市の観光遺産にもなるんじゃないかなと思っておりますので、観光のためにもそれを利用し

ていただいて、先人の功績を残していきたいなと思っております。

すみません、先ほどの農機具のことですけれども、９校ということでしたが、どうぞ、私

の北方小学校にもありますけれども、なかなか学校現場も忙しくて手が行き届かなくてばら

ばらになっておりますので、一応そういうふうな目録とか、そんなのもつくっていただいて、

保存ができるようにしていただきたいと思います。

それから、またどのようになったか、私たちも皆さんにこういうふうになっているから見

に行ってねとか、こういうのがあったら気をつけとってとかいうのはみんなに呼びかけて、

すばらしい活用ができるようにしたいと思いますので。

では、産業遺産についてはいち早くできることを望み、一般質問を終わります。

○議長（杉原豊喜君）

以上で８番上野議員の質問を終了させていただきます。

次に、25番牟田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

議長より登壇の許可をいただきましたので、一般質問を開始いたします。
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何事も予定どおり運ばないもので、まさか午前中に順番が回ってくるとは思いませんで、

２回ほど資料を取りに外に出たんですけれども、何事も予定どおりには済まない、いろいろ

山あり谷あり教訓を受けました。

ただいまより一般質問を開始しますけれども、その前に、ことしに入っての東南アジアの

ハリケーンの被災者、そして、四川大地震、先日の岩手・宮城内陸地震、そして、悲惨だっ

た秋葉原の無差別殺人、犠牲者の方々に本当に心より御冥福を申し上げますとともに、被災

された方々が一刻も早く平穏な日を過ごせますように願っております。

災害については後の質問で関連してきますので、またそこでも述べさせていただきたいと

思っております。

今回の質問項目は３項目。１点目は武雄市のＰＲについて。

この１点目は、新幹線の着工が決定し、そこで古川知事、そして県のほうは、新幹線とい

うすばらしい道具、ツールが手に入ったと、それを利用しなければいけない、そういうふう

なことをおっしゃっております。

同じように、武雄市は市長を先頭に今どんどんＰＲが進んでおります。数年前の格段の

ＰＲができていると思っております。でも、そのＰＲをさらに使っていただいて、市長、市

長頼りじゃなくて、市もいろんなＰＲをやっていかなきゃいけない。そういうものができな

いものかと。これはいろんな面に関してかかわってきますので、まずはこのＰＲという部分

を取り上げさせていただいて質問にいきます。

そして２点目、２点目は市民の健康と安全についてであります。

もちろん、先月の30日に議決した市民病院移譲問題、移譲が決定しましたので、その件、

そして人災、そして災害対応についての質問。

３つ目は、周辺部の交通施策。

これはですね、皆さん本当にガソリン代の値上げというのはもう懐直撃していると思いま

す。今現在170円ちょっといっていますけれども、昨日報道されました石油元卸の大手の発

表によりますと、来月からは180円を軽く超えるだろうということであります。先月も月末

は車がガソリンスタンドに列をなしていたと。180円というぎ、もうおっとろしゅう高かご

と感じるですもんね。我々が知っているときで一番安いのではリットル80円台というときが

ありました。それに比べるともう倍以上、そういうことも含めて周辺部の交通施策問題につ

いて質問させていただきます。

以上３点が今回の質問項目であります。

では、最初の質問であります。武雄市のＰＲ。

先ほどちょっとつらつら述べましたけれども、市長が先頭に立って頑張って武雄市のＰＲ

をしていただいております。市長のネームバリュー、そういうのを使って、市はほかにどう

いうＰＲ方法をやっているか。もちろん観光協会も頑張っていらっしゃることでしょう。何
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で今ＰＲというのを持ってくるかと、質問にですね。これはこれまでも質問してきました。

そのＰＲというのを何で持ってくるか。これを話せば長くなるので、長く話しますけれども、

先日、麻生太郎元総務相の講演を聞きに行ってきました。大変すばらしい講演で大変勉強に

なったんですけれども、最後、麻生元総務相の講演の後、質疑の時間があったんですね。質

疑の時間があって、やっぱり佐賀県でありましたので、こういう質問がありました。少子化

ですと、田舎は少子化ですと、なかなか子どもたちは生まれてこない。そういう中で、どう

すればいいのかという質問が飛んでおりました。その中のですね、麻生代議士も的確な答弁

ではないだろうというふうな前置きを置かれまして、こういう答えをされました。今、日本

で一番出生率が高いのは何県かと。どちらかわかりますか、福岡県だそうです。福岡県が今、

出生率が一番高いらしいです。じゃ、福岡県の中でどこが一番出生率が高いのか。筑豊地方

だそうです。一昔前は、これは麻生先生の言葉で言われたんですけれども、大変なところだ

ったと。それこそ先ほど言われた炭鉱が閉山して失業率も高い、いろんな事件も起きる、本

当に大変なところだったと。ところが、今や出生率が全国でナンバーワンだと。それは何で

かと、やっぱり物すごく興味がありました。麻生先生がおっしゃるには、それは雇用の確保

だというふうに言われました。今、筑豊のほうは企業進出が相次いでいるらしいです。今ま

で職についていなかった人、非正規の人が正規になって出生率がどんどん上がっていると、

周辺部もどんどん出生率が上がっている。では、その企業誘致を成功させるためにはどうす

ればいいのかというのは、それはＰＲだと。ＰＲであります。大変勉強になった講演であり

ました。

本当に私は、すみません、話せば長くなるということで前置きしていますので、ちょっと

長くなるんですけれども、本当に周辺部の出生率は減って高齢化率が高まる中、何かやらな

きゃいけないと、何とかしなきゃいけないという中で、やっぱり一つの大きな筋道を見たよ

うな感じですね。

これは市長が具約でも書かれている企業誘致、雇用の創造というところにも適合しますの

で、ぜひ成功していただきたいので、その市長のＰＲ、そして役所の、市長だけじゃなく役

所がもうそれに合わせて一挙に前進してやっていただきたいという気持ちで、このＰＲとい

う言葉を選んで質問させていただいておりました。単なるＰＲではありません。出生率、そ

して地域経済のほうもプラスになるような形でやっていただきたいという意味を込めてやっ

ております。

現在、今議会に工業団地の予算も出てきております。これから本当に工業団地が造成され

てどういう企業が来るんだろう。今、工業団地と、説明があったと思うんですけれども、今、

例えば３ヘクタールとか５ヘクタールとか１ヘクタールぐらいの工場団地じゃないんですね。

やっぱりもう１区画何十ヘクタールとか、そういう工業団地が多いです、大きいのはですね。

だから、今度工業団地をつくられると、そういう中ですぐ満杯になっていただき、そして、
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また次の工業団地とかどんどんそうやってすれば地方の人口減対策も何とかなるのではない

かと思っております。

では、１つ目の質問ですけれども、今、武雄市としてのＰＲ、もちろん企業立地課という

のもできましたけれども、ＰＲとしてはどのようなことを考えていらっしゃるのか、これを

まず第１点目の質問に上げさせていただきます。

ちょっと、先ほど言いました出番が早かったので山あり谷ありですけれども、よろしくお

願いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

どのようなＰＲの方法を考えているのかという御質問でございますが、若干それるかと思

いますが、平成19年度のＰＲの状況について御説明いたしたいと思います。

新市長になりまして行政視察等がかなりふえております。行政視察が平成19年度23件、そ

れから、がばいばあちゃん関係のＰＲは年間53件でございました。それに絡みまして、テレ

ビ、あるいはラジオ等で取り上げられた件数が30回、新聞等で取り上げられたケースが56回、

雑誌が13回ということになっております。現状でございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

ＰＲというのは、英語ではＰＲと言って、それは何の略かなと思ったら、パブリックリレ

ーションズ、要するに公とそうでない人、あるいは公と公のリレーション、関係ですので、

それが、だから、いたずらに武雄はこんなことをやっています、あんなことやっていますと、

こういうところですと言っても関係がないとやっぱりだめなんですね。だから、それを意識

して私が着任して杉原議長とよく相談をして、本当にいいアドバイスをいただいております

けれども、どういうふうにして市民、県民、国民のハートに入っていくかと。要するに単に

やっているというと、これどこも1,800の自治体やっているわけですよね。だから、どうい

うふうにして心に入っていくかということを念頭にこの２年間やってまいりました。

今思うのは、確かに佐賀のがばいばあちゃんであったりとか、あるいはレモングラスであ

ったりとか、今度市民病院の関係だけでも物すごく私のブログもアクセス数が今ふえており

ます。そういう意味で、いろいろ結果的であったり、原因であったりいろいろありますけれ

ども、今武雄に注目が集まっていることは、これはもう紛れもない事実でありますので、さ

らにこれを確かにする方法として１つ考えられるのは、これは私、あるいは市役所、あるい

は議会だけじゃもうだめなんですね。議員の中にもブログをされております、私もブログを

しています。それで、市民にも今武雄は人口当たりどうもブログの数が多いんじゃないかと
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いうことも言われています。したがって、例えば、ふるさと納税をやりますといったときに、

単に市の告知だけじゃなくて、そういうブログを持っている人たちが一斉にこれを書くとい

うことで出していくと。だから、なぜそんなことを言うかというと、今情報のとり方が、少

なくとも東京の人であるとか大阪の人がどうやって情報をとっているかというと、グーグル

だったり、あるいはヤフーの検索で入ってくるわけですね、検索で。だから、それを考えて

みると、１人が、例えばふるさと納税やりますというよりは、市民全体、ふるさと納税やり

ますと、武雄ふるさと納税やりますというと、その検索のヒットが上に上がってくるわけで

すね。だから、そういったことをまずやりたいというふうに思っております。

それともう１つが、うちは副市長が両方ともしっかりしていますので、私自身がもう内政

と外政の区分けはありますけれども、もう一たんやっぱり外にきちんと出ていこうと思って

います。やはりこれはトップの役割だと思うんですね。そういう意味で、議長が今トップと

していろんなところに出ていただいているということは非常にありがたく思っておりますし、

私自身もこれからの米農業も言いました、レモングラスも申し上げております。私自身の言

葉でいろんな市場を開拓し、そして、国にも強く働きかけていこうと思っています。

そういう意味で、情報というとすぐデジタルというふうに思いますけど、基本的にはアナ

ログである人間が見る、そして、アナログである人間が発する情報というのはやっぱり大き

いと思います。そういう意味では、市役所も、これ言い方はちょっと悪くなるかもしれませ

んけど、ぜひ私を活用してほしいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

先ほどＰＲというのをパブリックリレーションズということで言われたんですけど、こう

いうのを思い出しました。昔、一般質問で、ここでＩＴ、ＩＴという言葉を知っている方い

らっしゃいますかと、手を挙げたら１人だけだったんですね、執行部の方の中で。パブリッ

クリレーションズ、確かにそのとおりだと思います。市長にどんどんＰＲしていただいて、

武雄を売っていただいて企業誘致、その他観光にも有利になるように働いていただきたいと

思っております。

これはふるさと納税がもうすぐ、今議会でもかけられますけれども、始まります。ふるさ

と納税の中で、これはわからないんですよね。わからないというのは、ふるさと、もう佐賀、

武雄はふるさとのほうだからお金が入ってくるとばっかりつい先入観があると、もらえるほ

うだとの先入観があります。ところが、まだわからないんですね。武雄自身にもいろんな公

官庁ありますので、地方から来ていらっしゃる方が、その他の方がいらっしゃるんで、反対

に出されるかもしれない、そっちの故郷のほうにですね。ですから、そういう意味でも市長

を先頭にしてＰＲして、ぜひ武雄にしてくださいというのをやらないと、ややもすれば出る
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ほうが多くて入ってくるほうが少なくなるかも、これはわからないです。多分、意識として

ふるさと納税をすれば武雄にお金が入ってくるほうと考えがちですけれども、アクションを

起こさなければなかなか入ってはこないと思います。

そして、市長がこうやってブログで発信する、私自身もブログをやっていますし、今回の

市民病院のときはアクセスなんていうのは本当にびっくりするぐらいのアクセスが来ていた

んですけれども、やっぱりそうやってアナログ、デジタルありますけれども、デジタルのほ

うは今市長のブログ、市のホームページ、そして、各種ブログで発信されていると思います。

ここで、デジタルのほうなんですけれども、商売、商売でデジタルを使ってしている人、

私自身もそうです。例えば、楽天、ヤフーショッピング、いろんな架空ストアが、ＩＴスト

アがあります。その中で何が一番重要視されているかと、メールの数ですね。例えば、うち

も出しております。うちも楽天出しておりますけれども、うちみたいなところでも3,000か

ら4,000はメールアドレスが集まります。例えば、市とかなんとかでやったらかなり集まる

と思うんですよ、メールアドレス。例えば、月300万円から500万円売り上げられているとこ

ろは１万、２万のメールアドレスは持っていらっしゃるんですね、顧客の。今まで、昔はダ

イレクトメールというのがありました。ダイレクトメールを出すのは80円かかりますよね。

例えば、普通の宅急便メールだともっと安いでしょうけれども、でも、メールアドレスさえ

いっぱい使っておけばボタン一個でただでできるんですね。今、武雄はこういう状況ですと

か。ですから、そういうメールアドレスを集める。例えば、今教育委員会さんでやられてい

た安心のやつとか、いろんなやり方があります。さっきも言いましたうちみたいなところで

も二、三千は集められる。そういうのを市でやればすぐ市外、県外からいっぱい集めること

ができると思います。それはやり方次第です。そのやり方までここで云々じゃないですけれ

ども、そういう県外の人たちのメールアドレスを、ふるさと大使の方もいらっしゃいますの

で、集めて、それで、例えば、メールマガジンみたいな形で武雄市の情報とか、今こうやっ

てふるさと納税が始まりますよとか、いろんな人、そういうことをやれば、発信はただです

から、例えば、１万人メールアドレスがあったら、そこにぽんとすれば１万人ぽんと行くと。

例えば、市長が今武雄市はこういう状況、こういう感じですよというのを書いてぽっと出せ

ば、そこにぽんと出ると、そういうふうなやり方もあると思うんですけれども、１つは、こ

れはアクセスされるほうじゃなくて、今度は出すほうという意味で、そういう方法も考えら

れると思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

私も牟田議員と同じことを考えていたんですね、実は。私、前任地が大阪府の高槻市で広

報担当部長だった、そのときにメールマガジンをしたんです。あそこは、高槻市の場合は
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34万人都市で、もう６万人ぐらい登録してくれるかなと思ったら、これはまぐまぐで出し

ていますけれども、たかだか1,500人なんですね。34万人で1,500人の登録しかない。しかも、

だんだんそれがふえるかなと思ったら、もう横ばいか、ちょっと減少ぎみで、今、恐らく

多分1,200人ぐらいだと思うんです。これは出ていますので、すぐ調べられますけれども、

だから、なかなか行政のメルマガといったときに、あるいはメールといったときに、それは

なかなかちょっと効果がどうだろうかというのは思うんですね。やっぱり期待が大きいと裏

切られると、余り期待されていなかったらそれはそれでいいのかもしれませんけれども、私

自身、個人でもメール、これは公、プライベート含めて800人のメールアドレスは持ってい

ます。だから、そういうふうにできれば市が広報という形で送るよりは個人個人で、先ほど

のブログとも同じなんですけれども、やっぱり人間アナログで、役所というと垣根がどうし

ても高いと思うんですよね。だから、例えば牟田さんであるとか、私であるとか、議員もい

ろいろブログされている方も、メールをされている方もいらっしゃいますので、そういうふ

うにぬくもりのあるような形で送ると、それの連合体をつくるというふうにしたほうが、む

しろ気持ちに入っていくのかと。

私自身もいろんなところに登録して、メールが１日200通から300通来るんですね。そのと

きに、これあんまり言うとあれですけど、今、高槻市のはもう見ていません。やっぱりそれ

は、でも、高槻市のだれそれという人のメールだとやっぱり見るんですよね。だから、そう

いうふうに個人が送っていますという形、そして、個人が集合として送りますという形のほ

うがより実効性が上がるんではないかと思って、先ほどブログで一緒に展開していきましょ

うということを申し上げましたので、メールを送るということの送り元をどうするかという

のはちょっと考えさせていただければありがたいというふうに思っています。

○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

市長がおっしゃるように、メールアドレスを集めるのは大変ですよね。継続するのも大変

だと思います。

先ほど言いましたように、商売の面から言えば、いかに集めて、こういう新商品出ました

よ、こういう特売セールがありますよというのをメールアドレスで送るというのはコストが

かからない、いい方法ということでやっております。いろんな方法があると思います。出先

機関で集めるとか、いろんな方法もあると思いますけど、ぜひ検討の中に入れていただきた

いと思っております。

そして、ＰＲの仕方というのもいろいろあると思います。ある市、これはもう遠いところ

ですけれども、ある市では、そこの高速道路のインターの両サイドのサービスエリアでチラ

シを配布すると。どういうチラシかと、ここで何々市ではこのチケットを使うと何％で買え
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ますよとか、こういうふうなのがありますというようなことで、そのインターを素通りさせ

ないで、そこでおりてもらうとか、そういうふうなＰＲ方法もありますし、もう１つは、地

元の運送会社さんに頼んで県外、市外に出るときにこれを張って出てくれと、そこの運送屋

さんとかは快く全部張って出ていただく、これもあんまりコストがかからない方法でＰＲが

できると思います。やっぱりチラシというのは物すごく効果があって、パーキングエリアと

かで配って次のインターでおりてこういうのがあっていますよといった場合、結構おりるら

しいんですね。

これは、こういうところであれなんですけれども、武雄の物産館さんというのは今盛況で

すね。ところが、私ずっと前から知っていますので、物産館さんというのは昔は本当にそれ

はもうお客さん１日１人あるかないかぐらいのときもありました。よく覚えております。そ

ういう中で、そこの経営者の方とか、雨の日も風の日も雪の日も高速道路の入り口でこうい

うのがあっていますと配られていたんですね。大変もう感動を覚えるぐらい頑張っていらっ

しゃいましたです。だから、今があると思います。

だから、そういうふうに高速道路とかなんとかというところでこうやって頑張れば、ある

程度効果はあると思います。ぜひ素通りさせないということで一考していただきたいと思い

ますし、これは例えば、私が住んでいる若木町も一緒です。国道498号線が新バイパス等通

ると、やっぱりどうにかしておりていただかなきゃいけない、寄ってもらわなきゃいけない

ということで、同じように考えていかなきゃいけないんで、ぜひ協働してそういうことを考

えていっていただきたいと思っております。

続きまして、市民の健康と安全についてであります。

先ほど触れました市民病院の件、そして総合健診の件であります。

まず、総合健診のほうから先にやりたいと思いますけれども、総合健診が合併後どのよう

に変わったのかと。市民の方からよく聞くのが、今まで例えば武内町だったら武内町の公民

館とか、その類似する施設だったと、若木町だったら若木のその公民館であったと。ところ

が、今度は大分変わったみたいで、よく不便になったという言葉を聞きます。そこら辺の状

況を最初にお伺いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

これまで山内、北方におきましては保健センターで実施しておったところですけれども、

旧武雄町、特に６町につきましては健診する場所がないということで、公民館、あるいは学

校の体育館等で実施してきたところでございます。

この場所を変えた原因の一つにつきましては、１つは場所が狭いと、駐車するスペースが

ない、待ち合わせ場所が少ない、それからプライバシーを守る場所を確保できないというこ
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とで、住民の方から苦情があるということで去年から山内、北方の保健センターに変えたと

ころでございます。

ただ、現状を見ますと、18年度、19年度比較しますと、全体的には158名ほど健診の方ふ

えていらっしゃいます。ただ、武雄の６町を見ますと、ふえたところが２カ所、そして減っ

たところが４カ所でございます、受診人員の。ただ、ふえたところは、武雄のほうに寄せて

おりますので、やっぱり武雄に来れば買い物できるとか、そういう形でふえたんではないか

と思っております。

一応プライバシーを守るとか、そういう駐車場の場所がないというような形で変えたとこ

ろでございます。

○議長（杉原豊喜君）

質問の途中ですが、ここで１時20分まで休憩をいたします。

休 憩 11時58分

再 開 13時19分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き午後の会議を開きます。

一般質問を続けます。25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

先ほど住民健診、総合健診ですね。上がったところ、下がったところというふうな説明が

ありました。その中で、やっぱり場所が確保できない。なかなかプライバシーが保護できな

いというのが理由でした。これは１年前も同じことを言っていらっしゃるんですよね。でも、

その後、私は各公民館を回りました。例えば西川登、あがん広か駐車場のあって、部屋もあ

がん区切ってあって、何でできんとかて。若木も一緒です。何でできないのか。やっぱり健

診を多くの人に受けてもらって、早期発見、早期治療、今、自治体とか国でもそうですけれ

ども、一番頭を悩ませているのが医療費、そして、福祉費の増加ですよね。そういうのの手

前で防止する健診というのは、物すごく大きな役割をすると思うわけですよ。

やっぱり健診率を上げていかなきゃいけない。そして、重要なところは、今言われた健診

率が下がったところというのは高齢化率が高いところばっかりですよね。やっぱりなかなか

行けないと。去年も同じ話が出た。そして、ことしも同じ話が出る。去年１年間の間に私だ

けでなく、委員会、この議会においても何度もこういうお願いがあったと。やっぱり同じこ

とを言われています。何でできないのか。

これは我々議員が何で言うかというと、住民の方々、その健診を受ける方々、私も受けた

かとけ、町をまたがってまであがんとこまで行きえんと。やっぱりそういう声が多いから言

うわけですよ。この１年間あったんですけれども、その１年間、全く反映されていないと。

もうことしはほとんど終わりましたよね。それで、来年になります。もういろいろ理由は言
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わんでよかですけれども、来年どういうふうに実行するつもりなのか、お聞かせください。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

今月いっぱいで健診が終わります。来年につきましては、これらの総合的な声、今議員が

おっしゃったような地元の声を勘案しまして、健康づくりを総合的に審議する会、健康づく

り推進協議会というのがありますので、その前に地元の意向を聞きながら、それに諮りなが

らなるべく健診率を上げるため、地元での開催を協議していきたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

地元開催で今後検討していかれるということで、よろしくお願いします。

では、健診に続いて、市民病院の件であります。

先月30日に市民病院の民間移譲がこの議会で議決されました。市民の最も関心が高い内容

の一つだと思っております。

きのうの質問で29番議員がおっしゃられたとおり、同調するところは多々あります。私自

身もいろんな方々、多くの方々に聞いていて、とにかく救急医療を早くしてくれと、じゃ、

それは公なのか、民なのか。官なのか、民なのか。それはほとんど問われていませんでした。

官、民、とにかく早くしていただきたいというのが、私が知り得た範囲の中で一番言われた

部分です。

きのうの答弁の中でも一番、官から民に移ったときの心配事の中で、採算部門とかいろん

な話がありますけれども、民がしたら不採算部門のところは心配だというところもあります

けれども、市長のきのうの答弁でセーフティーネットをきちんと張るということで、より一

層安心できるとは思います。

そういう中で、まだ公営ということで、いろいろ運動が起きているみたいなんですけれど

も、その中で、例えば、市民の方から聞かれてよくわからんとのあっわけですね。私自身も

なかなか答え切れないと。

武雄は、別に嬉野医療センターのあっけんが、ふとかと要らんろうもんって言わるっばっ

てんが、そがんねて言わるっとですよ。ばってん、私自身は、この武雄市民のために、武雄

にふとかよか病院のあったほうがよかと思うですもんね。例えば、平時のときはいいです。

この前の宮城の大震災とか、いつそがん災害が来るかわかりません。そういうときに、武雄

は周りにあっけんよかろうもんと。武雄じゃなくても、周りにそういう救急の高度医療とか

あっけんよかろうもんというふうなお話ですけれども、災害のときはそいぎどがんなっとか。

やっぱり災害のときは物すごく心配なんですね。やっぱり今、世界各地でいろんな災害があ
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る。こっちでも何があるかわからない。地震なんて絶対なかて言われながらも数年前、福岡

西方沖地震があって、このとき武雄も大分揺れましたよね。何があるかわからん。そして、

もう１つは人災、あの秋葉原の悲惨な事件。多くの方が亡くなられ、負傷した方も多い。そ

ういうときに一遍に来ると。そういう万一のときのためにも、きちんと武雄市内に、武雄市

にそういうふうな医療を確保しとかんぎいかんと思うわけですね。嬉野のあっけんよかろう

もんという人の意見になかなか答え切れん。

例えば、災害はいつやって来るかわからんばってん、この前、ちょっと東京に行っていま

した。東京へ行ったとき、ちょうど地震がありました。震度３くらいでした。これはやっぱ

り来たと思うですもんね。武雄でもし何かあったときに、やっぱりそういうふうに行ける。

それと、例えば、私みたいな見るからにメタボなやつは、いつ倒るっかわからんわけですね。

いつ頭のブチっていくか、最近心臓もちょっと痛かですし、どがんなっかわからんと。武雄

の周辺部に大きい病院があるからいいんじゃないかという意見が私にはよくわからん。やっ

ぱり武雄にそういう中核となる大きな病院があったほうが、武雄市民は安心・安全だと思う

んですけれども、その点はどういうふうに考えていらっしゃるのか。

やっぱり地震の話ば何で言うたかというたら、平時のときはよかわけですね。やっぱり経

営者が一番考えんぎいかんとは有事の際。有事の際というときは、変な意味の有事じゃない

ですよ。例えば、民間の経営しよって、普通のときは淡々と仕事ばしよっばってん、例えば、

得意先の民事再生法ば出して何百万円もひっかかったときに、どがん対応ばしきっかとか、

そういうときに、そういういろんなことがあったときに、対応できるような方策をきちんと

先取りしてやっていっとかなきゃいけないと思うんですよ。ですから、武雄に中核の病院が

あるのと、その周辺部にあるからいいという話があるけど、私は武雄にあったほうがいいと、

その辺のところを市長はどのようにお考えなのか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

私も内陸地震のときに同じことをやっぱり感じましたね。本当にこれが武雄で起きたとき

に、四川のときもそうだったんですけれども、一番テレビに映っていたのは病院だったんで

すよね。その病院できちんと治療をして、きちんと医療を提供すると。これは牟田議員、私

のみならず、多くの市民の皆さんたちも、全部の市民の皆さんたちがそのようにお感じにな

ったというふうに思っています。その上で、私は基本的に牟田議員とは同感です。

しかし、私が考えると、じゃ、それは直営でやるべきではないかという御批判もあろうか

と思います。しかし、それはできない。やはりこれだけ私はお金、財政より命が大事だとい

う立場に立ってみても、それを支えるためには、それはどうしても公立病院が置かれている

立場、位置、そして、今後の新医療制度が始まって、ますます医師の招聘が難しくなってい
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く、このことを考えたときに、やはり手段として民営化しか私はないと。ですので、２つの

法人に応募いただきましたけれども、より救急医療の再開であるとか、あるいは今後持続的

な医療を提供するところを選考委員会に選んでいただくということで、私は民間の方にきち

んと任せると。任せた上で、三者協議会の上できちんとチェックをすると。だから、持続の

ために手段を選んでいることがあります。

その上で、さまざまな議論があると思いますけれども、やはり私は、繰り返しになります

けれども、そういう救急救命の機能を持つ病院、武雄市民病院も救急告示病院でありますの

で、だから、あの機能を、本来の救急告示の持つ意味、果たさなければいけない意味という

のをきちんともう一回この三者の協議会の中で定義をした上で、それで、私はそういう救急

救命機能を持つ病院が武雄の、これは交通の要路でもあります武雄のみならず、私はこの病

院というのが、ひょっとすっぎ、今インターネットでいろんなところに出ています、私は全

国からお越しいただくような、本当にすばらしい病院になっていただくということで、私は

救急医療、そして、それを含む医療の中核の都市にぜひしていきたいと。これが私は安全・

安心を武雄が提供するということで、私は期待に沿うものになるような病院を選んでほしい

なというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

今、市長が言われたごとなると、本当にすばらしいことだと思います。今、話を聞いてい

て、一つ頭の中に浮かんだのが、大分前なんですけれども、名古屋空港で飛行機が墜落した

んですね。何年前だったですか、七、八年ぐらい前だったか。そのときにやっぱり何百人と

いうのが名古屋近郊の病院に運ばれると。その中で、一番患者を受けた、一番テレビにも出

ていたというのは、民間の徳洲会病院さんだったんですね。あったときに物すごく頑張られ

ると。そういうふうに、何かあったときに武雄に中核的な、民間が頑張ってくれるようなと

ころが来たら、市民は本当に安心して安全で暮らせると思っております。

そこで、２つ目の質問なんですけれども、今、こうやって選考段階にいます。選考して決

まりました。その後、議会にかけられます。議会にかかった後、先ほど１番目の質問のＰＲ

というところがありましたよね。変なＰＲじゃないです。ＰＲというより広報ですね。こう

やって決まりました。例えば、話がひとり歩きするとか、質問のときにもいろんな言った話、

言わない話というのがひとり歩きすると。そういうのがないように、市民に向けて、こうい

うふうな、ＰＲという言葉はちょっとどけますけれども、広報をきちんとやっていただく。

例えば、私は若木町ですから、若木でやるとかなんとかという、そういうきちんとした広報

をやっていただけるもんか。これをやらないと変な話ばかりひとり歩きしたら困るわけです

ね。ぜひそういうふうなことをやっていただきたいんですけれども、その点に関してはいか
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がでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

終わった後も大事ですけれども、終わる前も大事だというふうに思っていて、これは基本

的に選考委員会の権能に属する話かもしれませんが、私の思いをお伝えしたいと思うんです。

それは、今２法人が出てまいりました。これを私は市民の公開の説明会をぜひ開いていた

だきたいというふうに思っているんですね。これは選考委員会が主催になるか、市が主催に

なるかはちょっと別にして、ぜひ同じ時間で公平に、中立に、オープンにしていただく機会

をぜひ私は設けたい、設けてほしいと思っています。これをすることによって、今いろんな

うわさがあります。出来レースだとか、もうどうせ決まっとろうもんとか、それはやはりき

ちんと公正かつ中立に、オープンにする機会を設けることによって、市民がそれをわかるわ

けですね、自分たちはどっちに託せばいいんだろうかと。ひょっとすると、これよりも直営

がいいとおっしゃる人たちもいるかもしれない。しかし、どこに選択肢をきちんと出すとい

うことが、私は今の武雄市政に求められていることだと思うんです。

その上で、私は決まった後のことを言うと、これは医師会の一部のメンバーとは調整を始

めておりますけれども、ぜひ公開のシンポジウムをやりたいと。それは医師会、私、そして

今回の民営化に賛成、反対の方々、さまざまな意見の方がいらっしゃいます。そこに今度決

まった病院も入って、具体的な医療内容についての公開シンポジウムに私はなってほしい、

なりたいというふうに思っておりますので、これはぜひ夏にやりたいというふうに思ってお

ります。

その上でもう１つ大事なのは、私も病院に通ったことがあります。これは単に聞くだけや

っぎ、なかなかわからんですもんね。ですので、これは私の今の希望ですけれども、ぜひバ

スツアーを組みたい。だから、どっちに決まるにしても、決まることを前提にして、どっち

が決まるにしても、そういうふうに実際老人会の方であるとか、婦人会の方であるとか、市

民の皆さんであるとか、希望がある方々にバスに乗ってもらって、佐賀か福岡かわかりませ

んけれども、そういうふうに見ていただくことによって、こういう医療があるんだと、こう

いう人たちが今度医療を支えていただくんだと、そういう機会をぜひ私はつくりたいという

ふうに思っています。

要するに、先ほどあったように、本当に理念と観念だけで、いろんなうわさ話が出るとい

うことで、一番損するのは私たち市民だと思っていますので、私は市民、あるいは患者の皆

さんたちにそういったことをぜひ見てほしいということを決まる前、決まる後に、ぜひそれ

は私自身は提供してまいりたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）
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25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

ぜひ実行していただきたいと思います。市民に一番知っていただくというのが、何ていう

んですか、それが市民のためにはね返りますから、ぜひそういう広報をきちんとやっていた

だきたいと思っております。

市民病院のほうは以上で終わります。

続きまして、災害のほうなんですけれども、災害の中で今度の岩手・宮城内陸地震のとき

もそうだったんですけれども、やっぱり停電、携帯電話が通じない、通信ができないという

のも多々聞こえてきます。

そういう中で、武雄市は防災計画を出されていますね。防災計画を出されている中で、例

えばいろんな、何ていうんですか、鉄柱にスピーカーを立ててやるとか、あと防災無線とい

うか、ＣＭＣ無線でやるとかあるんですけれども、ぜひそういうふうな、災害のときのこと

を考慮して、無線のほうとか、どういう災害のときでも使えるらしいです。携帯のようにパ

ンクしたりせず、１ワット以下の電源さえ確保できれば使えるらしいです。その辺が夏過ぎ

ぐらいにどういうふうになるかという結論が出るという話だったんですけれども、途中経過

はいかがでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

大庭総務部長

○大庭総務部長〔登壇〕

お答えいたします。

災害関係に関しての情報の発信というようなことで、これにつきましては、今、議員おっ

しゃいましたように何種類かの方法が武雄市にも提案をされております。

現在、防災行政無線、通常国が言われています防災行政無線、それからＭＣＡ無線が、こ

れはＪアラートにも接続が可能だというようなことで、これは今基山町がスタートされまし

たけれども、それとコミュニティーＦＭ放送を使った方法、この３つについて、現在そのメ

リット、デメリット、これは経費等も含めてでございますけれども、今それぞれの方からの

ヒアリングを受けて現在検討をしています。できましたら、今年度中に少しでも着手できる

ようなことで進められたらなというようなことを考えながら進めているところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

この問題は、再三にわたり議会でも御指摘を賜っておりますので、事務方からいろいろ途

中経過も含めて聞いておりますけれども、なかなかやっぱり決め手がなかわけですね。一長

一短やっぱりあって、今３つぐらい大きく選択肢がありますけれども、でも、いずれにして
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も、小田原評定になっては元も子もありませんので、先ほど総務部長からありましたように

年度内にはきちんと方針を立てて、議会でお認めいただければ、お認めいただくということ

が前提ですけれども、そういった無線機能を導入したいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

繰り返しになりますけど、災害というのはどういう形でどういうふうに来るかわからない。

ぜひそれに対応する形で早急に決めていただき、市民にとって一番安心・安全な方法でやっ

ていただきたいと思っております。

続きまして、最後の質問です。

周辺部の交通問題、これは前からあっています。そして、今、地域交通の委員会もできて、

その中で話されています。周辺部にとって足の確保、ちょっと言い方がおかしいかもしれま

せんけど、本当に大変なんですね。

さっき言いましたガソリン代がリッター180円になっている。例えば、うちから市役所ま

で20キロ、往復するだけで大分ガソリン代も違ってきます。今、私の町で言えば、例えば、

武雄行きのバスが１日３本ですね。そういうふうに、なかなか公共の足というのが、公共の

移動手段と言ったほうがいいですかね、交通手段が本当に手薄になってきております。元気

なうちはいいです、車で行けますから。その車自体もなかなかガソリン代の高騰で移動が厳

しくなって、先日もテレビであっていたのは、もう自動車をやめて原付バイクに変えたとか、

いろいろそういう話も聞こえてきます。これ、ガソリン代が180円でとまればいいですよね。

年末には200円ぐらいいくんじゃないかと。そして、下がる要素はなかなか見つからないん

じゃないかというふうに言われています。

そういう中で、公共の移動手段がなかなかない周辺部というのは、物すごいハンディとい

うことになってしまいます。そういう中で、よく最近行政のほうで言われるのは、産官学と

いうようなことで言われています。

同じように、行政、住民、そういうので協力して、そういうふうな公共の足、公共の交通

手段が確保できないものか。今度、地域協働の交付金で各町交付金がいただけます。そうい

うのを利用するとか、いろんな方策があると思います。

例えば、武雄にもタクシー会社があるので、そういうので使っていただくとか、例えば、

こちらも自動車学校の社長さんがいらっしゃるので、その自動車学校の協力を仰ぐとか、い

ろんな方法があると思います、ずっと回っているんでですね。だから、そういうふうな、い

ろんなお互い、民と官と、そして地元が協働して、協働というのは、もちろんお金も出し合

うのかもしれない。そういうふうな方法がとれないものか。これは本当に周辺部にとっては

切実な問題なんですね。小学生、中学生というのは歩いて、もしくは自転車で自分で行きま
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す。高校生になったらどうなっているのか。高校生になったら、例えば、うちの町、多分武

内町もそうかもしれませんけれども、その時間帯にバスがないから、ほとんど親が駅まで送

っていっているんですね。ほとんど親が駅まで送っていっています。よく中高一貫高ができ

るときの議論で、もしそこに行けなかったら、遠くに行かなきゃいけないようになるという

意見がありますけど、既にもう周辺部は遠くまで送っているんですね。だから、そういうふ

うになると保護者の負担が物すごく大きくなる。今、通っているバス会社さんに増設はなか

なか難しい。そういう中で、官と住民と民間、産官学というんですかね。学がちょっと違い

ますね。違うけど、そういう三者でなかなかできないものか。

例えば、１日20キロ往復すると40キロ、リッター15キロの車で３リッター、３リッターを

例えば20日間、60リッター、それでもう１万円飛んじゃうわけですね。リッター200円にな

ったらもっと飛びます。年間に直すと十数万円の出費になります。そこから、例えば、また

電車で通わなきゃいけないというのは、ほかの人と同じ条件になりますので。ですから、そ

ういう周辺部に対して、官と住民と民間で協力し合えてできる方法はないものか。これは企

画部長ですかね、だれですかね。答弁をお願いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

事業者が持っている車、自分の車を活用して、地域交通に貢献したいと、そういう気持ち

を制度上、どのようなことで制度化されているかということでございますが、仮に、今自動

車学校の話が出ましたけど、自動車学校さんが持っておられる送迎用の車を一般の乗客とし

て、乗客を運送するバスとして利用する方法については、２通りがございます。

それにつきまして、１つは生徒さん、教習生の方と一般の乗客、ともに無償で運送する方

法。これは自治体から補助金を受領することは不可ということで、いわゆるボランティアで

ございます。

もう１つが教習生、それから一般乗客ともに有償、ともに料金を取るということでござい

ます。これは道路運送法第４条の有償旅客運送許可が必要となっております。この場合、自

治体からの補助金を受領することは可ということになっております。ただ、教習生の方はた

だですよと、一般の方は料金を取りますよで、混乗はできないというふうになっております。

道路運送法第４条の許可の審査の基準でございますが、２種免許取得者の常時配備と11人

乗り以上の事業用車両を６台以上保有しておるということが条件となっております。

無償の場合は、一般乗客を無償で運送するということですので、慈善事業なり、あるいは

自分のところの会社のＰＲなり、それに資するというふうに思われます。

有償の場合は、許可を取る必要があるということですが、いずれにせよ、事業者がどのよ

うな選択をされるかということでございます。
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○議長（杉原豊喜君）

25番牟田議員

○25番（牟田勝浩君）〔登壇〕

いろんな方法があると思うんですね。さっき言いました官、民、住民、例えば、その運転

手さんに対して住民がやっぱり何でもただでお願いしますじゃないと。やっぱり地域住民も

汗をかかなきゃいけないと。だから地域住民も、例えば運転手さん代のこのぐらいは負担し

ますよと、ガソリン代は仕方んなか、出してくださいと、こういうふうになるかもしれない。

そして、今、第４条の話をされていましたけれども、道路運送法第78条は調べられました

か。第78条のほうは、有償運送の制度が、もう法律が変わりましたよね。ですから、今言わ

れた分で当てはまらないのもできるようになりましたよね。ですから、いろんな方法ができ

ると思います。

今、１つの会社の例で出ましたけれども、これがひょっとして、旅館さんのバスというの

もあるかもしれない。タクシーのほうもタクシー会社と切り離してＮＰＯをつくってやって

も問題ないかもしれない。いろんな方法があります。

周辺部はさっき小学生、中学生は今歩いてとかなんとかというのを言いました。高校生は、

ほとんど送り迎えです。やっぱり女の子とか、夜８時過ぎに駅まで戻ってくると、そこから

交通手段がないと。自転車で帰ると、うちも娘ばってんが、やっぱりえすかですもんね。や

っぱり迎えに行くわけですよ。男の子だってそうですよ。やっぱり途中、峠もいっぱいあり

ますし、私は学生時代、武雄高校まで若木から自転車で通っていました。でも、その時代は

交通量は今ほど多くなかったですし、そういう危険度というのも、私が襲われるわけないで

すから、危険度も余りなかったですね。（発言する者あり）

大変な世の中になってきているわけですよ。本当に十数年前と今じゃ時代が変わっている

と思います。先ほどの秋葉原の事件とか、考えられんことの起きようわけですね。そういう

中で、繰り返しになりますけれども、市役所が産官学連携と同じように、官と民と住民が協

働して、お互い汗をかいて、できるだけ最小の負担でできるような形で考えていただきたい

と。

今、第４条のことを言われましたけれども、第78条とか第78条の４とか、いろいろありま

すよね。そういうのを研究して、できるだけ早く、そういうふうな交通手段の確保をとるこ

とが、やっぱり周辺部にとって大きな、大きな人口減少の抑制の措置にもなりますし、高校

に行くとなっても、親の負担がそんなになくてもいいなと。朝６時前に送って帰って、自分

の仕事をして、また仕事に出かけるとか、そういう状態ですので、ぜひ考えていただきたい

と思います。

最後は、こうやってお願いになりましたけれども、何か答弁はよかですね。

では、今の分をぜひこれから考慮していただいて、反映していただきたいと思います。企
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画課さん、よろしくお願いいたします。

では、以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（杉原豊喜君）

以上で25番牟田議員の質問を終了させていただきます。

次に、22番平野議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

皆さん御苦労さまです。平野です。議長より発言の許可をいただきましたので、質問を始

めていきたいと思います。

きょうは早目に進行しておりますので、しっかり１時間半、時間をいただいて、市長の見

解をただしていきたいと考えておりますが、よろしくお願いします。

最初に、武雄市民病院の存続と地域医療との連携について質問をいたします。

昨年12月24日、総務省に設置された公立病院改革懇談会が、自治体が行っている病院事業、

市町村立で1,060あるわけですけれども、この事業の経営効率化を求める公立病院改革ガイ

ドラインを取りまとめました。同時に、総務省は各自治体に対し、08年度中、平成20年度中

にガイドラインを活用した公立病院改革プランの策定を求める通知を出しました。

さきの３月議会でこのことはただしましたけれども、市長は、総務省は机上の計画であっ

て遅過ぎるぐらいだと。私は先取り的に武雄市民病院の経営改革基本方針を作成したと。随

分自信持ってうなずいておられますけれども、そういう答弁をされました。

先取り的に作成された武雄市民病院の経営改革基本方針は、現状を分析した上で、特に経

営形態の見直しに重点が置かれ、当初は独立行政法人化、もしくは民間移譲かという方針で

した。これが５月20日に議会に示された武雄市民病院改革ビジョンでは、民間医療機関を選

択し、経営を移譲すると、そういう方針に転換されました。転換というと、総務省が示すガ

イドラインの経営形態の見直しの中で、公営企業法の全部適用、市長が病院の管理者じゃな

くて、管理者を別に置いて、すべての権限をそこに託す。あるいは指定管理者制度、これは

大学病院が指定管理者になっているところも全国的にはありますね。そういう例もあります。

さらに、独立行政法人化、公的責任をある程度残す、そういうことを進めながら、最後に

民間移譲という選択、市長の場合、この４つの選択肢、私はいずれも認めてはいませんけれ

ども、この中で、それぞれ十分に検討してみたものの、最終的には民間移譲だと。４つの選

択肢のうちに、どの程度分析をされて議会に報告されたのか、詳しいデータ、資料は十分に

はありません。まず、この点から市長の見解をただしていきたいと思います。市長の答弁を

求めます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕
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まず、市民病院の改革については移譲ありきではなくて、そもそも私は直営でやりたかっ

たというのは、これは平野議員の質問に対してもそのように答えたものでもありますし、な

おかつ今でもそれができるんであれば、それが公的な医療を担うという意味でもそれがふさ

わしいというふうに私自身は、広い意味での公的医療を担うという意味では、それがもしで

きるんであれば、それがいいといまだに思っています。

しかし、今までの借金、そして、これからますます医療環境が悪くなっていく中で、直営

ではどうしてもできないといったことが、きのうの質問でもお答えしましたけれども、そう

すれば変える必要があるだろうということ、これが少なくとも私の今回の市民病院改革の見

直しに当たるスタート点でありました。

そのときに、一方で、私ども行政の中で、その全適から民営まで、さまざまな方法があり

ます。その中でどれがいいかということについて、まず一つ全部テーブルに載せて、それを

２つに絞って、すなわち地方独立行政法人化か、民営化かというふうに絞って、これは先ほ

ど議員は転換とおっしゃいましたけれども、最終的な絞り込みとして民間というふうにして

おります。だから、方針を変更したりとか、転換したりする意味ではありません。

したがって、私は最終的に民営化ということで、庁内でもこれはさまざまな議論をしてい

ただきました。その上で、私が最終的に、やはり民営化がいいと私自身が思ったのは、民営

化と地方独法まで、あるいは、これは全適まで含めると大きく違いがあるわけですね。やは

り民営化というのは、基本的に民ができることはまず民で、そして、どうしても足りないと

ころは、きのうの答弁でも申し上げていますとおり、セーフティーネットであるとか、ある

いは三者の協議会で、それを自立的運営を支えていただく、そして、どうしても民でできな

いところについては、公がカバーをするといったこと、そういうことで、この民のところと

ほかの部分というのは大きな違いがあります。それは何の違いがあるかというと、それはす

なわち公が、官が主体的にやるか、あるいは民が主体的にやるか、この大きな違いがありま

すので、そういう意味で、最終的な選択肢として、市民病院、私は平野議員と到達点はいま

だに同じだと思っています。首をかしげていらっしゃいますけれども、私は同じだと思って

います。市民病院を残し、維持、存続し、発展させるために、ここで経営形態を変えなけれ

ばいけない。そういう意味で、私はさきの臨時議会に議案として提出をいたしましたし、私

はそういった思いで今回の民営化に踏み切ったと。それで、どういう議論をしてきたかとい

ったことについては、少なくとも経営形態で、例えばデータを出しなさいと。これはさまざ

まな国の審議会等でも言われますけれども、基本的に経営形態というのは、データが出せる

話じゃないんですね。これは本当にそれこそが、例えば、どこがうまくいっているとか、ど

の病院が余りうまくいっていない、そういったのはあります。これは特別委員会でも行って

いただいておりますし、会派の視察でも行っていただいています。しかし、これを机上の計

算として、じゃ、数値化してできるというのは、これは会社でも同じですけれども、それは
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なかなかできるもんではないということは、ぜひ御理解をしていただきたいというふうに思

っております。手段として民営化を選びました。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

官ができることは官、官から民へという考えですね。これは小泉路線の構造改革、武雄市

もその先鞭といいますか、保育所を官から民へと、あるいは杵島向陽園を官から民へと、随

分やってきましたよね。だけど、本来、地方自治は何をすべきなのかと。医療分野で、これ

は医療法で決められていますよね。憲法をたどっていけば生存権の問題ですよ。ですから、

最終的に一緒だと言いますけれどもね、公的病院の役割と民間病院の役割はそれぞれ違いま

すよ。違うからこそ、国は負担金、交付金で不採算部門を担うという分野から交付金を出し

ている。特別払いを除いて民間には出しませんよね。そういうことがあります。

ですから、私は公がやるべきこと、公立病院としてやるべきこと、民間病院としてやれる

こと、やること、これはおのずと違うと。到達点は一緒と言いますけど、医療ということに

ついてはそうかもしれません。しかし、そこはおのずと企業と自治体とは違うわけですから

ね。医療ということについては一緒かもわかりませんけれども、立場は違いますよ。そうい

うことは指摘をしていきたいと思います。

武雄市民病院の医師の退職が相次いだと。これは動かしようのない事実ですね。このきっ

かけは何だったのかと。ここははっきりさせていく必要があると。その結果、４月１日から

は救急の休止、午後からの外来の休止、こういう事態が今でも引き続いております。そうい

う中に市民の不安、あるいは怒りというのが広がってきている、これも具体的な事実として

市長も認識されているだろうと。

こういう中で、市は、議会の武雄市民病院問題調査特別委員会から、早急に医師を確保す

ること、その上で救急の再開を早急に行うこと、あるいは職員の雇用の確保の問題など、そ

ういったビジョンを示すように言われる、あるいは医師会との話し合いの中で、武雄市の地

域医療に対して、どういうビジョンを持っているのかと、これを示しなさいということで、

市長は５月中にという期限を切って、５月20日に経営改革ビジョンを出したと。中身は民間

移譲だということですよね。我々が知ったのは５月20日ですよ、資料としてもらったのは。

それで、５月23日には、今度は30日の臨時議会が招集される。中身を見ると、特別措置に関

する条例、後で触れますけどね。そういった意味では、どうしてこんなに急ぐのか。私自身

の感想でもありました。どうしてこんなに急ぐのかと。そして、市民の皆さん方の多くも何

でこんなにどんどん話が進んでいくのかと、その疑問がまず大きく広がっております。

そこで、５月20日に示された武雄市民病院改革ビジョンを取りまとめて発表したわけです
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けれども、ビジョンの中身は、先ほど言いました市民病院の民間移譲、平成22年１月31日ま

では直営でやるけれども、その間、売却先病院が決定された後、医師を派遣してもらい、こ

れは７月に３名プラスアルファ、あるいは10月に２名プラスアルファ、あるいは12月にと言

われましたね。こう考えていきますと、少なくとも５名以上民間から派遣してもらう、こう

いう契約を交わして医師の確保をしたいという中身ですね。

この民間に売却というゴールへ向けて、先ほども言いましたように、やっぱり市民の中に

率直な気持ちとしては早いんじゃないかと。どうしてこんなに急ぐのかと。ですから、４月

１日の時点、救急を休止せざるを得ない、どうしてこういうことが引き起こったのかという、

次に進んでいくためには、そこに一たん立ち戻って原因を究明することも大事なんですね。

そこを私は市長の考え方の中に欠落しているんじゃないかということを考えるんです。混乱

を引き起こした一部の責任はあるというのは市長は認めていますよ。

どうしてこんなに急ぐのかというのを、市長の発言だとか行動だとかというのをずっとさ

かのぼっていきますと、これは2006年５月17日といいますので、市長が当選して間もなくで

しょうか。時事通信の官庁速報ヘッドライン、この中でトップインタビューを受けられてい

ますね。出ておるじゃないですか。もう一回言いますよ。2006年５月17日、時事通信社の官

庁速報ヘッドラインのトップインタビュー、どういうふうに市長が述べているかといいます

と、関西大学の幼稚園から大学院までの一括誘致を３カ月でまとめ上げた経歴を持つ、これ

は向こうが紹介したんでしょうね。樋渡市長は、これまで築いた人脈を生かした誘致活動や

湯のまちの復活に取り組んでいる。この後ですけれども、企業誘致にかかる費用をばらまき

と批判する向きもあるが、20億円の税金を使って誘致し、40億円の税金が入ってくれば成功

だと。市長の役目はいかに税収をふやすかであり、行政に投資の観点を持ち込みたい。樋渡

市長はこう力説すると。関西大学誘致では、かけた税金を３年かけて取り戻す予定だったが、

１年で回収することができたと打ち明ける。こうした経験から、武雄市が有力な他の地方都

市に対抗し、税収を上げるには、ほかがしないことをするしかないと指摘、有名ブランドの

工場だとか、その中に、大学や中高一貫校、私が注目したのは、看護系専門学校の誘致に向

けて動いていると、覚えていらっしゃいますか、これ。これはうそじゃないでしょう。（発

言する者あり）もういいですよ、先に行きますよ。

今の記事を引用したのは、こういう発言、看護系専門学校の誘致に向けて動いておられる

と。そうすると、具体的にどこを想定されていたのか、２年前から。きのうの質問では公約

に掲げていない、病院問題は具約には書いていない。しかし、２年前の５月17日はこういう

インタビューで受けておられる。看護系専門学校の誘致、中高一貫の学校は誘致をいつか言

われたことがありますよね。そのためにも新幹線は必要だと、新幹線が条件だと言われたと

いう発言されたことがありますよ。この件に関してはどこを想定されておったんですか。

○議長（杉原豊喜君）
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樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

看護系学校については、私はその時点では、今思い出すと大阪の高槻に大阪医科大学って

あったんですね。そこの大学の先生とお話をして、あるいは関西大学の方々ともお話をして、

その当時、市長に着任して１カ月後でありましたので、関西から看護系の学校を引っ張って

これればいいなというふうに思ったのは事実であります。

何で看護学校かというふうに申し上げたときに、今思い出すのは、もちろん中高一貫とい

うのも今でもありますし、その当時はもっと強くあったんですけれども、どうしても看護師

が足りないと。特に正看護師がどうも足りないということを、ちょっとこれはどこから聞い

たかというのは定かではありませんけれども、私はそれを聞いておりましたので、そういう

意味では、中高一貫のエリートでもいいんですけれども、実際の足りない、そして命、そし

て生命を支えていただくような学校が来てほしいなと。私はインタビューの詳細の中身につ

いては、もうテープもとっておりませんし、覚えてもおりませんけれども、私は欲しいって、

そういうふうにしたいという気持ちは申し上げたというふうに思っておるんです。

そのときに念頭に置いていたのは、関西の私が非常にお世話になった皆さんのところにち

ょっとお願いをしてできればいいなと。だから、そういった意味で、ちょうどその後に企画

から市民病院のあり方について等のレクチャーを受けましたので、その前のインタビューだ

ったというふうには認識をしています。

だから、そのときに病院があったとか、どこか本当に特定の看護学校を置いていたという

ことについては、なかったというふうに答弁をしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

後の質問にもつながっていきますけれども、市長のこうした、よく市長は自分の哲学だと。

政治的哲学だという言葉を使いますけれども、ここで言う20億円の税金を使って誘致し、40

億円の税収が入ってくるのは成功だと。結局、今度の民間病院の移譲についても、いわゆる

固定資産税の増は税収につながるとか、いろんな話も聞いていますけれども、そういう企業

誘致的な考えがあるのかなということで、これを紹介したんです。後でまた引用します。

６月２日に、５月30日の臨時議会を受けて、その後、６月２日に民間への売却先を決める

ために公募条件を定めて全国に公募したと。昨日16日に締め切られたわけですね。その結果、

福岡和白病院の医療法人と、杵島向陽園を市から購入した佐賀記念病院の２医療法人が応募

したことが明らかに、きょうの新聞に一斉に報道されております。

福岡の和白病院については、昨年の12月の一般質問で、12月12日でしたけれども、私の質

問は、市長が福岡和白病院との接触、かかわりはありませんかという質問に対し、市長は、
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私は市長であります。したがいまして、市民病院を譲り受けたいという病院については、私

が市長に着任以来、複数来ております。これは県外もあります。県内もあります。きのうは、

韓国からもあったという話でしたけど、これは、企業誘致も学校誘致もそうでありますが、

ままある話です。福岡和白病院を初めとして、複数の病院と意見交換を今までしてきたとい

うことについては、着任以来いろんな話がありますので、それについては率直に申し上げた

いと。これが昨年12月の市長の答弁ですね。初めて市長の口から公式には、公の場では和白

病院が出たのは、この12月議会でした。これで振り返ってみますと、ここに看護学校の誘致

の話も出てきましたから、これがつながっていくのかなと。市長の着任以来、いろんな話が

あると述べていますからね。それで改めてこれを見たところです。

武雄市民病院民間移譲など、これが新聞報道されたのは、「武雄市民病院 民間移譲など

を視野」と、これは昨年の11月17日、これは経営改革基本方針が専門審議会に諮問されて、

我々議員にも配られたんですけれども、そこに、文書としては独立行政法人化、もしくは民

間移譲かと、文書としてはここで初めて民間移譲という言葉が出てくるわけでしょう。です

から、新聞が「民間移譲も視野」というふうに報道したんですね。これで市民の皆さん方も

「えっ、市民病院が民間移譲か」という、その疑問がまず第一に出てきたというふうに考え

るわけです。

そういう市の経営改革基本方針、これが議会を通じ市民に知らされたのは、11月に入って

からですね。市民病院を譲り受けたいという話は市長に着任以来来ている。というと、随分

１年、２年、この文書が出てからまだ７カ月ですからね。しかし、市長の頭の中にあったの

は、着任以来いろんなオファーがあっているというふうに考えますと、着任以来というふう

に市長答弁していますからね。

そこで、我々文書には経営改革基本方針ですけれども、市長は昨年の10月ですか、昨年10

月の中旬、あるパーティーの席で、市内の病院の先生ですけれども、市民病院を和白に売ろ

うと思っている、この話は知事にはしていると。武雄杵島地区医師会をまとめてくれと、こ

ういう話をされていますね。市長が事実を隠さないと、きのうも率直に言いますというふう

に言っていましたので、このことを今指摘しましたけれども、これは事実ですか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

まずちょっと申し上げたいのは、私が着任をしてから、みずから特定の病院に何もないと

ころに、例えば、Ａ病院に行って、ぜひ市民病院を譲り受けてほしいであるとか、あるいは

Ｂ病院と協調してやってほしいということは、私自身はそれは一切ありません。

これは議会でも、これは平野議員の質問だったかどうかは記憶にありませんけれども、最

初に和白病院と接触したのは、市長に着任をして、たしか半年後、すなわち12月か１月か、
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冬のときだったと思うんですよ。それが、最初に先方から接触をしたいと、私に話をしたい

といったことで私に話をされたのがスタート点。それで、その前にも病院がありました。幾

つかの病院が九州、九州外とあって、その中で、私がいつのタイミングかわかりませんけれ

ども、一つ私がきちんと記憶にあるのは、医師会の貝原さんに対して、パーティーの席上だ

ったか、外だったかは記憶はありませんけれども、和白を含んで病院の話が来ていますとい

うことを申し伝えました。これは、あくまで医師会ですので、地域医療を担っていただくと

いう観点からそういう話が来ていると。だけど、まとめてほしいとかと言った記憶はありま

せん。

そのときに、私もさまざまな意見を聞かなければいけない。そして、さまざまなことを言

う必要があるという観点から、それは話の一つとして申し上げた。だけど、それをまとめて

ほしいという記憶はありません。だけど、これについて、私もその当時、医療のある意味専

門家とは違いますので、どうでしょうかということ、それで和白病院からこういう話が来て

いる。ちょっとほかにも実は病院の名前はあるんですけれども、これはちょっと相手がある

話なので言いませんけれども、医師会の複数の方に私は聞いたこともあります。和白以外に

この病院から来ているけれどもどうでしょうかといったことを聞いたこともありますし、そ

れはやっぱり聞いてから自分の気持ちを固めていくと。あるいは固めていった上で、最終的

な判断は、もうそのときから私自身は議会、あるいは公募にしたいということは思っており

ました。

だから、それがきちんと手続で決まってからそういうふうにしようと思っておりましたの

で、その前段階としてやっぱり話を聞くということは大切なのかなと、それは今でもそうい

うふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

答弁を求めるのに院長先生の出席を求めていましたけど、間に合いますか。ここに書いて

あるじゃないですか、市長並びに病院長って。議会の日程表に書いてあるでしょう。皆さん

のとにも書いちゃっやろう。書いとったいね。要答弁者、市長並びに病院長。

至急対応ください。

○議長（杉原豊喜君）

暫時休憩いたします。

休 憩 14時16分

再 開 14時22分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き再開をいたします。
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一般質問を続けてください。22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

樋高院長にも質問したいということで通告をしておりました。そろそろその質問に移ろう

かなというときにいらっしゃいませんからね、連絡をとってもらったところです。

そこで、先ほど市長が和白病院で医師会をまとめてくれというのを詳しく覚えていないと。

しかし、会って話をされたことは認められましたよね。もう少し思い出してもらうためには、

大田副市長にも聞きたいんですけれども、市民病院を和白病院への売却で医師会をまとめる

ことで、数週間単位でまとめてくれということで、大田副市長は会いに行かれましたね。こ

れは特別委員会のときに聞きましたけど、大田副市長は否定されましたよ。再度お聞きしま

したけど、医師会をまとめるのは半年、１年かかりますよと。それで遅いと、数週間でまと

めてくれというふうに大田副市長は会いに行ってそういう話をされたと、大田副市長、これ

はどうですか。

○議長（杉原豊喜君）

大田副市長

○大田副市長〔登壇〕

お答えいたします。

市長のほうに和白病院から話があっているということを聞いておりましたので、私も貝原

先生とは話せる間でしたので、医師会にも入っておられましたので、意見を求めた記憶はご

ざいます。しかし、そこで取りまとめてくれとか言った記憶はございません。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

あくまでも交渉ということ、あるいは相談と言ったときというのは、やはり私は２つある

と思うんですね。

１つは、あくまでもその交渉の最終責任者は私にあります。しかし、その中で私が行けな

いときであるとか、あるいは私が最終権者でありますので、さまざまな意見交換というのは、

私はあってしかるべきだというふうに思っております。本当に医師会に対して取りまとめを

してほしいということを医師会に対して正式に言うときは、私はこれは公文書できちんと出

さなきゃいけないぐらいの問題だというふうに思っておりますので、そういったことは御案

内のとおりしておりませんし、その中で、さまざまに医師会と人間関係が、私は今でもある

というふうに信じておりますけれども、そういったことで、いろんな交渉というのはやっぱ

りございます。

その中で、私はよりよい、どうすれば市民のためになるか、あるいは市民医療を継続でき
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るのかといったことで言うと、私はいろんな交渉がその中であっていいというふうに思って

おります。その中で、これは市の統括代表権という市の考えではなくして、自分の思い、あ

るいは医師会も、恐らく貝原先生も医師会を代表しての言葉じゃなかったと思うんですね。

医師会の一人間として、あるいは我々、私も統括代表権を有する者としての位置づけがあり

ます。しかし、人間樋渡啓祐という位置づけもあります。だから、そういう意味で、人間的

関係の中でいろんな議論をする、それが私は市民にとってあるとするならば、それが市民の

利益向上であるとするならば、そういった意見交換というのは、私はどんどんするべきだと

いうふうに思っております。

ただ、最終的に、本当に公権力の行使であるとか、あるいはこういった市民病院の根幹、

そして、最終的になっていくといったときは、少なくとも私は交渉過程については、それは

きちんと平野議員からの質問にありましたように、私は誠実に答えているつもりでございま

す。その姿勢は堅持したいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

10月の中旬というふうに日にちを詳しく聞いていますよ。私は個人の問題がありますので、

名前は出していませんけれどもね。それは皆さん方が、市長であれ、大田副市長であれ、あ

あ、あのときの話だなと。率直に認めるべきときは認める。問題にしていますのは、11月に

入りますとすぐ武雄市民病院経営改革基本方針を武雄市行政問題専門審議会に諮問していま

すよね。その諮問するまでは２週間ないんですよ。市長と大田副市長が会いに行って、まと

めてくれという話の間にはですね。そこに民間移譲ということと、もう一歩突っ込んで和白

病院という言葉が出てきているんですよね。だから、市長が統括監としていろいろ考えるこ

とはあるでしょう。公式な文書として作成をして、庁内での改革、いろんな会議を通じまし

て取りまとめた。取りまとめた内容は独立行政法人化、もしくは民間移譲で大いに専門審議

会で論議してくれと、これを出したわけでしょう。それで、一方では民間移譲、そして和白

病院というのをセットにして話をされてきている。そこのつながりを私は問題だと指摘をし

ているんです。

そこで、５月20日に開かれた議会の全員協議会で、市民病院改革ビジョンを提示しました

けれども、そこでは地域に求められる医療機関像として、(5)移転新築が可能な医療機関、

これはそのまま改革ビジョンの中に出ていますね。そこに、交通アクセスや病室等の療養環

境が十分でないことから、市民病院が抱える療養環境の改善や市民の利便性の向上のため、

交通アクセスを考慮した場所への移転新築が望まれるとしているわけですけれども、しかも、

公募要領を見ますと、これは５月30日に臨時議会で示された公募要領ですね。これを見ます

と、土地は時価、建物は時価、ただし３年以内に移転新築した場合は、時価から解体費用を
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差し引いた額とすると。ここまで突っ込んで書いてありますよね。平成22年１月31日までは、

国との契約がありますので、使途目的は変えられませんよね。しかし、その３年以内、どこ

を起点にして３年以内と書いてあるのかは答弁をいただきますけれども、その時点で時価か

ら解体費用を差し引く。やっぱり移転先病院から見ますと、その分、市がサービスしますよ

ということですね。要らんですよということでしょう。差し引くというんでしょう。私が間

違っていますか。間違っていますか、じゃ、後で答弁してください。誤りは正しますので、

答弁をお願いします。

まだ院長見えませんね。ここまで行くのに順序が２つ飛んでおるんですよね。そしたら、

じゃ答弁いただきます。

○議長（杉原豊喜君）

大田副市長

○大田副市長〔登壇〕

売却額の考え方でございますが、まずビジョンには経営診断の結果、それから、行政問題

審議会等の意見を踏まえまして、ビジョンには移転新築が可能であれば、そのほうが望まし

いという趣旨で、ビジョンには移転新築を明記してもらっております。ただし、移譲公募条

件につきましては触れておりません。ただし、可能性として現在の病院を使われる場合、ま

たは移転新築をされる場合、両方可能性がありますので、両方の可能性を踏まえて、公募様

式、提案様式をつくっております。

それを受けまして、今の病院をそのまま使われるんであれば時価はそのまま、新しい病院

を建てられるんであれば、新しい病院に将来的に移りますので、その期間を３年という期間

を設けております。価格については、今の病院は建物そのものが価値がなくなりますので、

解体費用を差し引いて、時価から解体費用を差し引いた額で売却したいという考え方を持っ

ているところでございます。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

それは、私見ていますよ。経営提案表の中の６のところに施設の整備計画と書いています

よね。その施設の整備計画で、①現施設の活用の場合、②移転新築計画がある場合と。これ

はこの２つの医療法人もどちらかに丸をつけていますよね。移転新築計画がある場合に丸を

つけた業者、どちらが選考されるかわかりませんよ。その業者に対しては、先ほど言いまし

たように、公募要領の中で、移譲の予定時期は平成22年２月１日、まずこれは国との契約で

そうなりますよね。そうすると、ここで書いている移譲物件の概要のところで、(3)物件の

売却参考価格、土地は時価、不動産鑑定評価をもとに早急に公表する。建物時価、不動産鑑
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定評価をもとに移譲直近に決定するということは、平成22年２月１日ですね。

だから、計画の中には建物解体も可能なわけでしょう。そうした場合には、３年以内に移

転新築した場合は、時価から解体費用を差し引いた額とする、この３年の起点というのはど

こですか。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

移譲の平成22年２月１日でございます。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

いずれにしても、起点は平成22年２月１日から３年以内ですね、３年後じゃないでしょう、

３年以内でしょう。もう一度答弁してくださいよ。起点は平成22年２月１日、これから３年

後なのか、ここを起点にして３年以内なのか、どっちですか。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

平成22年２月１日を起点として３年以内でございます。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

そういうことで、市長の計画では今議会中にも契約をしたい、これは仮契約でしょうけれ

ども、議会の議決を求めたいと。その契約が成り立つ、２つの医療法人、どちらかにしろ。

すると、平成22年２月１日を起点として、その３年以内ということになれば、契約と同時に

すぐ解体も可能ですか。解体できんでしょう。そこはどうなんですか。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

国との約束で平成22年１月31日までは市民病院としてやっていくということになっており

ますので、そこで考えていただきたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

そうすると、２医療法人が、先ほど大田副市長が言いましたように、施設の利用方法につ
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いて解体したいというふうに丸をつけたとすれば、それは選考から外れますか。だって、矛

盾するでしょう。いわゆる計画書を出した業者が解体したいと。解体したいけれども、平成

22年１月31日までは解体できませんよと。22年までの、これは国立病院のときの契約書に出

ているでしょう。そこはちょっと整理せんと質問している私も混乱しますよ。（発言する者

あり）

いいですか、使用目的を変更する場合は、これはこの前の30日の質疑で言いましたよ。い

わゆる第21条、これは国との契約ですよ。国有財産譲渡及び売買契約書、この第21条、第21

条の２、こことの関係で角部長は言いましたよね。平成22年２月１日までは、使用目的は変

えられないと。応募要領の中では解体も可能ですよと。解体費用は時価から引いてあげます

よと。これは整合性ないでしょう。どういうことですか。解体したいという人はもう排除す

るわけですね。

○議長（杉原豊喜君）

大田副市長

○大田副市長〔登壇〕

前提といたしまして、私どもとしては平成22年２月１日直前までは直営でやっていきます

ので、私どもは市民病院として建物はそのまま使って病院を経営したいと思っております。

その後、新しい医療法人が新築移転された場合は、今の病院は病院としての機能がなくな

りますので、その解体費用を含めて売却価格に入れたということでございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

基本的に、平成22年２月１日以降に新築移転した場合には、当該医療法人、新医療法人が

その処分を決定するということに相なります。その上で、じゃ、なぜ解体費用まで引くかと

いう御疑問には、今までちょっと答えていなかったかもしれませんけれども、やっぱり民法

です。民法で、Ａの物をＢに変えるときというのは、Ａの者が原状回復義務があるというの

は議員も十分御案内だというふうに思っております。そういう民法上の善管注意義務と原状

回復義務にのっとっていった場合に、日本の法制度にのっとって考えたとき、あるいは民民

との契約を考えた場合には、それは、やはり差っ引いて、それをお渡しするということが、

これは内閣法制局に確認したわけじゃありませんけれども、それが一つのリーガルマインド

だと私は思っております。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

次に行きますけれども、現在の市民病院は平成12年に移譲を受けて二十数億円の初期投資
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をやっています。これをつぎ込んで、機能を充実させたわけです。その結果、毎年企業債の

借金払いとして5,797万3,000円、企業債残高は現在12億円ですね。一般会計からの借り入れ、

運転資金として6,800万円、市の水資源開発基金から１億5,000万円、毎年4,360万円返済し

ていますね。決算資料から見ますと、合計しますと毎年１億1,157万円毎月返済しとっでし

ょう。これを平成22年、23年までに返してしまうと。平成22年１月31日までに、この前も質

疑で言いましたけれども、これだけの２年間の間に企業債残高の12億円、市から借りている

１億5,000万円と6,800万円、この市から借りているお金、これを含めて借りかえるとか、い

ろいろ話はしていましたね。そうしますと、こういう事実をはっきりさせた上で、この前、

30日の臨時議会で、武雄市立武雄市民病院の移譲に伴う特別措置に関する条例と──ああ、

見えましたね。じゃ、この質問は後に回します。

いずれにしましても、この２年間の間に借金は返してしまわなければならない。そして、

決算書で見ますと、土地は約２億円、減価償却後の建物の価値ですよ。これが９億2,500万

円、土地が２億円、建物減価償却の額が９億2,000万円、構築物、これが１億6,900万円、機

械備品ですね、最近新しい機械を入れたという話ですけれども、これが２億7,500万円、合

わせると15億7,180万円、これだけの価値が平成19年度の決算で出ているんですよね。これ

を、特別措置に関する条例第３条で、やっぱり４つの選択を相手方に与えていますね。

そこで、私は聞きたいんですけれども、これだけの価値があるということを指摘した上で、

この第３条、特別措置に関する条例第３条は、移譲に伴う資産の譲渡、または貸付の特例と、

これをわかりやすく読みましょうね、条例というのは言葉がいろいろ難しいですからね。市

民病院事業、市民病院の資産──建物、土地、医療機器ですね──資産は、移譲先団体、こ

れから市が選考し契約しようとしている和白を含む２医療法人に対し、その移譲先団体です

ね、これを譲与し、これはただでやるということですね、譲与というのは。これが１つの選

択。もしくは時価よりも低い価格で譲渡し、これは時価よりもうんと安くして譲渡しお金を

もらいますよという内容でしょう。時価よりも低い価格ですからね。または無償、ただで貸

し付ける、時価よりも低い価格で貸し付ける。４つの選択肢があるでしょう、この第３条を

ずっと見ていきますとね。これだけの平成19年度決算の固定資産、有形固定資産ですね、15

億7,180円ある。これは、４つの選択肢は相手が選ぶことができるんですか、どうなんです

か。

○議長（杉原豊喜君）

角企画部長

○角企画部長〔登壇〕

武雄市民病院移譲先公募要領の３でございます。ここに、建物として時価と書いておりま

す。これは不動産鑑定評価項目ごとに移譲直近に決定すると、ただし、３年以内に移転新築

した場合には、時価から解体費用を差し引いた額とするというふうに書いております。第３
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条でいう、「もしくは時価よりも低い価格で譲渡し」という、この項目でございます。です

から、選択肢のうち時価よりも低い価格で譲渡するということを、この要領の中に書いてお

るということでございます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

法律担当の私が修正したいと思います。

基本的に条例というのは、あらゆる可能性についてそこは書かなきゃいけないというのが

基本的な条例の性格、これは議員も御案内のとおりだというふうに思うんですね。

その上で、地方自治法の第96条第１項第６号と、舌をかみそうな条文の中にも条例で定め

る場合のほか、適正な対価なくしてこれを譲渡することについては議決が必要とされている

と。その上で、私としては移譲をスムーズに行う方法として、時価よりも、これは可能性の

問題です。安く譲渡、または貸し付けるケースが概念上、理念上想定されるわけです。それ

を全く排除はできない。したがって、そういったことから条例規範の上で公募要領に記載す

る価格について時価より安く譲渡、または貸し付ける場合を明確にここで示すため本条の規

定を記したと。したがって、どこかの街宣車でありましたけれども、市民の共有財産をただ

同然でということについては、それはちょっと事実と大分違うことでもありますし、あくま

でもこの条例の世界というのは、可能性については書かなきゃいけない。しかし、その額に

ついては、あくまでも最終的には提案権は私にございます。そして、議決権は議会の議員の

皆様の一人一人の良心にありますので、最終的な議決というのはそこで決まるものだという

ふうに思っておりますので、条例の世界と議決の世界というのをもう一回分けて考えていた

だければありがたいなというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

そんな話、30日にしましたか。１日しかなかった議会でね。だから、そこの条例と議決の

違い、責任は議会にあるという意味でしょう。条例はこうだけれども、決めたのは議会じゃ

ないですかと。これを読むと、一般的に読みますと、市長は総務省出身で専門家かもわかり

ませんよ。一般的に読みますと、そんな私知りません。市民病院の資産、これを譲与し、た

だでやることもできる。何であえて書かなきゃいかんのですか。

だから、条例というのは、言葉が難しいからそれぞれ辞書を引いて、そして読み返したわ

けですよ。それで、部長は条例を書いているけれども、時価よりも低い価格で譲与じゃない

譲渡するんだと。そうすると、この第５条、条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は市長が別に定めると。これは勉強会のときも聞きましたよね。しかし、市長
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には条例とはこんなもんだと。しかし、どうにでも解釈できるような条例というのは、私は

必要ないと思うんですよ。よかです、もう。院長見えましたので、質問を戻らなきゃいかん

とですよ。ですから、ここは一たんとめておきます。このことに関してはね。ですから、そ

こは市長が街宣車でただ同然で売り渡す、この条例の範囲内で解釈すれば、そういう解釈が

成り立つわけですから。譲与と書いている以上は。おかしいですか。おかしかったら笑って

いいですよ。一般的に考えればそうなんですよ。じゃ、そういうことを市民に説明していま

すか、この条例そのものについて。したですか、条例には譲与と書いているけれども、これ

は違うんだと。今、初めて市長は言いましたよ、地方自治法の関係で。これは敬愛会、今度

の医療法人のもう１つの医療法人が杵島向陽園を購入し、土地を無償で貸与すると。そのと

きの契約には期日は書いていなかったですよ、提案されたときに。市有財産を無償で貸与す

る、そのとき地方自治法の第二百何十条でしたか、地自法で論議したことありますよ。結果

としては、市の条例で5,000万円つけてあると。それで杵島向陽園をいわば、あのときは金

が来ていませんから譲与かな、土地は無償貸与ですよね。そういう経過がありますよ。もう

１つの医療法人に対してはね。そこをきちんとやっぱり正しい情報を示していくというのが

改めて大事だろうと思います。

院長が見えましたので、質問２つ前に戻りますけれども、昨年の12月議会で次のような質

問を任命権者である市長にいたしました。そのときは、樋高院長が手術で来られないという

ことでありましたので、それはそっちのほうが大事だということで、あえて市長にただした

ことがあります。それは次のようなことでした。

１つは、昨年12月12日の特別会計等決算審査特別委員会で、院長は個人の意見とし、断り

ながらも病院の経営形態の改革に関しては、これは昨年12月12日の特別会計等決算審査特別

委員会での院長の発言です。議事録に載っております。病院の経営形態の改革に関しては、

現実的に一番早い方法は、ノウハウを持っている民間的団体の強力なところの力をかりるの

が早道かなと考えておりますと、大町町立病院は厳しい状況、今現在は違いますよね。昨年

の11月の時点でしょう。ですので、武雄と合わせると200床近くになる、そうすると医師の

数は大体20名ぐらい集められる可能性があると、民営的にすればですと、あらゆる手段を使

ってですねと、しかも病院を今のあの場所ではなくて、明るい場所に移転して、そして公共

事業ではなくて民間事業として建物を建てると半額で済みますと、そういう発言をされまし

たですね。

ここで言う民間団体の強力なところの力をかりる、これはその当時から既に和白病院を想

定されておったんですか。そこをまず院長に答弁をお願いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長

○樋高市民病院長〔登壇〕
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当時は、和白病院のことは私はほとんど知りません。私の同僚、知り合い、同級生、民間

の院長がたくさんおりますし、経営者もおります。そういう方と話した中で、そういう強力

にやっている、熊本にもおりますし、鹿児島にもおりますし、福岡にもおります。そういう

方の考えを念頭に置いて発言いたしました。

実際、私が特に医師の確保に関しては、佐賀大学に行くに当たっては、公的病院として手

段が非常に狭められているということによって、残念な思いをいろいろ自分自身としてしま

して、もう少し自由度のある方法で強力にやっている私の知り合いの方を念頭に置いて、そ

ういうことを発言いたしました。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

この12月議会のとき、もう１点聞いているんですけれども、病院を新築移転した場合、投

資計画、資金計画、こういう試算がありますけれども、これは武雄市行政問題専門審議会に

諮問した資料の中に入っていますよね。これは昨年の資料ですけれども、特別委員会にも出

していただいた資料ですけれども、それによりますと、延べ床面積、これは新築移転した場

合の試算ですよね、資料を持ってあるでしょう。延べ床面積１万平米、3,025坪、建築工事、

平米当たり21万9,000円、単価がですね。合計26億9,000万円、これに土地の用地費や造成費

３万平米を購入したとして７億5,000万円、造成費が１億5,000万円、この用地造成費９億円

というのは起債対象外ですから、これは一般財源で見ると資料には出ていますね。合計しま

すと39億円の資金が要ります。これは20日の全員協議会でビジョンを示されたときに、この

ことは聞きましたよね。その当時は部長が出席しましたかね。これはコンサルタントが作成

したと、佐賀ですよね。（「今、佐賀にあります」と呼ぶ者あり）はい、わかりました。

そうしますと、当てずっぽうにつくった試算じゃないですね、これは。土地の購入費にし

ろ、３万平米購入すっとに７億5,000万円かかる土地というのは、これは反当たり約2,500万

円、300坪で2,500万円でしょう。どこを想定しているんですか、これ。どちらが答弁するん

ですかね。資料をつくったのはどっちですか。

○議長（杉原豊喜君）

暫時休憩をいたします。

休 憩 14時54分

再 開 14時56分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き再開をいたします。

ここで３時10分まで暫時休憩をいたします。
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休 憩 14時56分

再 開 15時10分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き再開をいたします。

執行部より答弁を求めます。伊藤市民病院事務長

○伊藤市民病院事務長〔登壇〕

先ほどの質問の確認をとりましたので、御説明申し上げます。

行政問題専門審議会で出しました金額でございますけれども、まずもって17、18年度に市

民病院で取り組みました経営診断の委託先でございます佐賀経済調査協会で、この診断の中

におきまして立地条件を検討した際に、はじき出していただいた金額でございます。これが

行政問題専門審議会の議論の中で、アメニティーと立地条件という検討の過程で、建て直し

たらどれぐらいかかるのかという御意見を受けて、この資料を引用したということでありま

す。当時、この佐賀経済調査協会の担当者は、鹿児島県の薩摩川内の医師会立市民病院の建

築にも携わっておられましたので、それを念頭に置いた金額算定がなされていたものだとい

うふうに私どもとしては受けとめています。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

この資料は全議員に行っていますよね、専門審議会にも行っています。私が聞いたのは、

どの場所を想定しているのかと。それは鹿児島を例にしたとかいろいろ言われますけどね、

３万平米の土地が必要だと、７億5,000万円かかる、これ一般財源でやるしかない。一定の

武雄市に詳しい人が助言しませんと、こういう試算できないですよ。１床当たり幾らかかる

かというのは、そりゃ専門の方はわかりますよね、どこかの病院でもいいわけですから、樋

高院長も民間ベースでやると半分でできると言うぐらいですからね。

しかし、土地の購入、造成について──造成はいいですよ。購入ということについては、

どこか場所を想定しないと、書けないでしょう。そうしますと、武雄市の土地利用計画の東

部開発地域の中に医療、福祉ゾーンという地域がありますよ。あそこを５ヘクタール先行開

発したときに、あそこ市道が100メーターぐらい東西走っていますね、バイパスから処理場

に抜ける道の。あの100メーターの道路をつくるのに市は１億2,000万円かけていますよ。あ

の大きなパチンコと大きなスーパーとの合い中の100メーターの道路ですよ。この土地を購

入するのに武雄市は宅地見込みということで、反当たり2,300万円で購入していますよ。で

すから、東部開発地域、これは恐らく３万平米で2,500万円程度の単価で見ているんだなと、

私がわかって何で皆さんわからんとですか、執行部は。そういう一定の場所を想定してのこ
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とでしょう。最近じゃ──どうせ土地のことを言いましたので、その新築移転可能なという

のが選択条件の一つになっていますから。この用地、武雄市の幹部職員の人が、土地が簡単

に手に入らないと、いざとなったら競輪場近くに市有地がある、そこでも考えなきゃいかん

のかなと。これは選考されて医療法人が考えているんじゃなくて、市の幹部が病院の先生に

話をしている。そうしますと、まさに市長が言う企業誘致的な考え方、いろんな便益をやる

わけでしょう、経済特区だとか。私はあえてこれ名前言っていませんよ、だれからというの

はね。しかし、匿名の人の話は、私一切しません。だけど、そういう話が広がってきますと、

そこまで市が便益を図っていくのかと、まだ選考されていないのに。選考はこれからだとい

うときに、そこをずっと一貫して今、話を、質問してきているわけです。

さっきの院長の答弁に戻りますけれども、樋高院長にもう１点聞きたかったのは、こうい

う場所、かれこれ想定されながら、これは５月30日の臨時会のときにも樋高院長の言動が質

疑の中に出てきましたけどね。11月12日には決算委員会で先ほどこういう答弁をされて、そ

れに対する病院長の見解を聞きました。

もう１つあるのは、これも12月議会の私の質問で議事録を見てもらえればわかります。樋

高院長は出席していませんでしたので、任命権者の市長に聞いたところですけれども、11月

13日、これ議事録出ています。11月13日、決算委員会の翌日ですよ。和白病院の院長から樋

高院長に電話があったと、これはここで紹介しました。12日までは全然聞いたことがない。

さっき答弁されましたけれども、11月13日にはその電話があったと、どういう内容の電話が

あったんですか。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長

○樋高市民病院長〔登壇〕

和白病院長は、今は院長ではありませんが、蒲池先生という方で、九大の私の７年先輩で

す。第一外科出身です。それで、その先生が突然、33年ぶりに私は話を聞きました。びっく

りしまして、武雄と関係があるから、よろしくというような電話です。それぐらいの電話で

ございます。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

それは33年ぶりだったら、その先輩、後輩の関係では懐かしくて感動されたと思うんです

けれども、私が聞きたいのは、武雄との関係があるからという、そこを聞きたいんですよ。

どういう関係があるんですか。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長
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○樋高市民病院長〔登壇〕

うちのところと医療に関して関係ができたから、今後、詳しいことは私は今からしゃべら

れんけど、よろしくと。そういうことです。余り詳しいことは聞いていません。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

医療の分野で新しい関係ができつつあるということでしょうね。だから、院長に電話をし

てきたということですね。その新しい関係というのは、今までずっと論議してきた経過があ

りますよね。それで、市長が和白病院と接触されている。同じ接点、キーワードは何かとい

うと、医療関係でしょう。院長に電話した内容も、市長が接触した内容もですね。院長への

質問は以上準備をしておりました。

質問、先行きますけれども……（発言する者あり）はい。その院長への質問は以上準備し

ていたんです。もし病院の事業の関係で、どうしても席を外さにゃいけん場合にはもう、あ

りがとうございました。どうも。

もう１つは、これも何といいますか、和白との関係で明らかにしておきたいことの一つは、

今から紹介する話は、秘書課を通じて市長にも届いているはずですという前提がありますの

で、記憶にないとは言わずに思い出してください。今から言いますので。

昨年の12月末、これは市内のＡさんとしておきます。市内のＡさんの親戚筋の女性、福岡

の設計事務所で働いていたと。それで12月末に、武雄市に新しく建設される新しい病院の設

計図、これができ上がりつつあったと。これは市長聞いていますか、そのことは。秘書課を

通じて話をしたと言っておられましたけど。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

聞いておりません。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

じゃ、後で秘書課の担当のほうに聞いてみとってください、そういう話あったかどうか。

民間移譲した病院が新しく病院を建てるとなると、さっきも証言ありましたように、コン

サルタントが試算しただけでも39億円、約40億円、数十億円の資金が準備されなきゃいけま

せんね。ですから、今から選考委員会に入って、２つの医療法人のどちらが選定されるかわ

かりません。新しい病院をつくるとした場合ですよ。新築移転可能な病院が選定された場合

という前提がありますからね。今の病院を使う分にはその金要りませんよ、今の病院を使う
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にはね。しかし、この間の論議でいきますと、交通アクセスが悪い、院長に言わせると明る

いところがいい。いろんなことで、その新築移転可能なところというのが公募要領の一つと

なっていますよね。それを前提にいきますと、今から新しい病院つくるというときに資金調

達、これは相当時間がかかりますよね、資金調達そのものも。銀行もかなりチェックするで

しょう。そういうことなどを考えますと、今までずっとさかのぼって和白との関係を言って

きましたけれども、一番新しい情報はさっきの設計の問題です。ずっと振り返っていきます

と、かなり前から和白という言葉が出てくる。これが今度オープンにプロポーザルに参加し

た、これから選定されていく。あくまでも市長がいつも言う公平さの担保だとか、公正にや

っていかなきゃならんとか、厳密にやっていかにゃいけませんよね、市民の財産がかかわっ

てくるわけですから。我々は移譲反対ですから、そういう不公平があったら絶対許されない

ということですからね。

しかし、ここに至る過程の中に、どれだけの事実があったかというのを今出したわけです

よね、まだありますけどね。そういうことを考えていきますと、いわば時間的な問題があり

ますよ。これから今の病院を継続していくのか、あるいは新しくつくるのかと、そういう選

択肢がかかっているわけですからね。そういうことでは、結局、行政のトップとしての説明

責任といいますか、あるいはいかに公平さを担保していくのかということもあります。そう

いう意味では、これまでの和白との関係でいきますと、一つ一つの具体的事実がありますの

で、院長も含めて、そういったいろんな事実がありますので、そこら辺を精査していきませ

んと、市民の中には、そういう和白をめぐるいろんな話が広まっています。

ですから、先ほど言いましたように、何で急ぐのかと、何で和白なのかと、それは私が聞

くぐらいですから、市長はもっと詳しくいろんな人の話聞いておられますよ。そうでしょう。

そこを私、指摘しておきたいというふうに思うんです。どうしてこんなに急ぐのかというの

が一つ大きな疑問になっています。前半の質問で言いました。

総務省のガイドラインは遅過ぎるぐらいだと市長言いましたよね、机上の空論だと言って

みたり、遅過ぎるんだと。いわゆるこれは公的病院のガイドラインが出された背景というの

は、市長も言いましたけれども、小泉構造改革路線、この延長にありますね。いわば構造改

革、規制緩和、そういう路線なんですよ。

それはきのうの前田議員の答弁の中に、質問になりますけれども、こういう改革をしよう

とすれば、痛みを伴うんだと、あつれきもあると、ひずみも出てくると。ある医師会との会

合の中では通るべき道なんだと、医師の大量退職も含めて通るべき道なんだという、いろん

なことなのかもわかりませんけれども、しかし、通るべき道なんだと。改革の問題でしょう。

そうすると市長が言う痛みを伴うと、どういうことがだれに痛みを与えるのか、そこは市長

の認識を聞いておきたいと思うんです。

これは例えば、2002年から毎年、社会保障費の自然増、これを小泉構造改革路線では社会
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保障費の自然増をいかに抑えるかと、毎年2,200億円削減していくんだと、抑制していくん

だと。最初の年は3,000億円、６年たっているわけですから合計１兆4,000億円、国庫負担が

減らされる。ここに大きな矛盾が今来ているわけでしょう。後期高齢者の問題といい、医療

費削減の問題といい。じゃ、武雄市にどういう痛みが来ているのかと。市民病院に関して言

いますと、平成18年、これは国庫負担金交付金が7,700万円、平成18年決算で見ますとね。

これが平成19年度7,133万8,000円。交付金が減らされる。そして、一方で診療報酬が減らさ

れて6.8％ですよ、平成19年度までの診療報酬の引き下げは。これは公的病院であろうと、

民間の病院であろうと痛みは一緒ですよね。病院の倒産も出てきています。そういう形で、

国の構造改革路線、医療改革というのは痛みを押しつけてきている。

一方では、高齢者をターゲットにした医療費の負担増、１割を２割にするとかね、現役世

代を３割にする、これで医療費を抑制していく、お年寄りが病院に行かないようにしていく。

病院を経営している側からしますと、これはやっぱり大きな痛手ですよ。診療報酬、武雄の

場合約３億円の減でしょう。交付税でどんどん減らされていく。１床当たりの単価も減らさ

れてきていますよね。そういう形で、医療費抑制が始まってきている。そうしますと、市長

が言う物事を改革する際、ひずみやあつれき、そして痛みを伴うんだと。これはだれが改革

する場合、だれに対する痛みなんですか。きのうの答弁がありましたから聞いておきたいと

思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

まず、ちょっとお答えする前に、非常に何かこう、恣意的な話がさまざま、指摘という形

で出てきたんですけれども、そういった御指摘が、今回、私も答弁しておりますけれども、

特定のもの、あるいは特定の団体が、特定の思いが出ないように、その選考委員会というの

をつくって、その選考委員会のメンバーも各団体にお願いしております。したがいまして、

特に私、これ執行権者でありますので、私の思いが入らないように、その選考委員会で、プ

ロポーザルの書面の中身、そして、実際ここでも答弁いたしましたけれども、市民プロポー

ザル、そして、委員の皆さんたちにもプロポーザルがあろうかと思います。その中で、きち

んと公正中立に選んでほしい。だから、そういったことを遮断するために委員会をつくって、

本来、必要ではない（175ページで訂正）議会の議決を最終的に賜ると言ったことを申し上

げておりますので、二重、三重に制度的な担保を──これは病院を選ぶのは、基本的に地方

自治法上では市長の権限になるんですね。それはやっぱり市長が独裁的に決めてはならない

ということに私は思いをはせて、自分の中に選考委員会をつくって、しかし、任命権者は私

でありますけれども、団体の特定の者が入らないようにこう考えている。その上で、その痛

みの中身の答弁に移りますけれども、私は今のままの直営でいった場合に、必ずこれは招来
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する問題であるというふうに認識をしております。

今いみじくも出ましたとおり、私は総務省におりました。交付税が本当に減っていく、減

らされていく場面も、そこで見たこともありますし、自分が交付税を自分の意思にかかわら

ず、下げたこともあります。これは私は今後ますますそれは交付税というのは下がっていく

ものだろうと。これは小泉内閣だろうが、福田内閣であろうが、やっぱりそれは基本的に国

の財源を見た場合に交付税、あるいはその診療報酬の話というのは、ますます僕は激化して

いく問題だというふうに思っております。その上で、ひずみと申し上げました。

これは今、私がひずみと申し上げたのは、お医者さんが今７人の状態であると、６月末に

５人になるということから、それは市民に対して私は非常に申しわけないというふうに思っ

ております。要するに、24時間365日というのが救急告示病院のあるべき姿なのに、それを

果たし得ていないという意味では、私は非常に責任を感じております。だからこそ、今度決

まった病院に一日でも早く、だから、これを急ぐということになりますけれども、一日でも

早く、一刻でも早く、命には私は一刻の猶予もあってはならないと思っております。これは

黒岩議員からもきのう御指摘があったとおりであります。

したがいまして、私はそういった意味で急いでいる。要するに救急医療を再開すると言っ

たことで急いでいる。だから、それに対してぜひ御理解を賜ればありがたいと思っておりま

すし、そのひずみの部分、そして、医師会と私どもと溝ができているというのも、ある意味

ひずみのあらわれだというふうに思っています。これについては、私は何度となく医師会と

今後話をきちんとしていきたいというふうに思っています。一番我々が溝があることによっ

て、だれが損するかという場合には、それは市民お一人お一人でございますので、それはき

ちんと頭を下げて、誠心誠意、医師会とは関係修復に向けて努力をしていきたいというふう

に思っております。ですので、今まさに起きていることが、私は市民の皆さんからすればひ

ずみだというふうに思っております。

それと、これ最後にしますけれども、今、医師５人のままでいうと６億円の赤字が出るか

もしれないという試算も事務方から聞いております。しかし、私は判断を留保していただき

たいのは、医師を今後決まった病院から段階的に派遣していただくことによって、今30床し

かないベッドが埋まることによって、あるいは一部救急再開を果たすことによって収益の回

復はぜひ図っていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

〔29番「議長、議事進行について」〕

○議長（杉原豊喜君）

29番黒岩議員

○29番（黒岩幸生君）

今、市長の答弁の中で、重大なことだと思いますけれども、勘違いだと思いますけれども、
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市長は本来、議会の議決が必要ないという言葉を使われたんですよね。物事を決定するとに

必要ないということは、勘違いだと思って聞いておりましたが、どうでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

暫時休憩をいたします。

休 憩 15時30分

再 開 15時30分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き再開をいたします。

ただいま29番黒岩議員の議事進行につきまして、市長より訂正の申し出があっております

ので、許可します。樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

勇み足で申し上げてしまいました。必要ではないではなくて、必要な議決は賜るというこ

とであります。議決にも今後さまざまな種類が出てまいります。そういう意味で、私は必要

な議決をきちんと賜りたいというふうな意思で申し上げた次第であります。修正させていた

だきたいと思います。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

もうあと時間が15分で迫ってきていますので、今の議事進行に対する市長の答弁というの

は時間とめていますよね。（「とまっている」「休憩とったろう」と呼ぶ者あり）

○議長（杉原豊喜君）

休憩とってあります。はい。

○22番（平野邦夫君）（続）

いずれそのことは私も再質問しようと思っていたんですよ。それともう１つは、恣意的な

話がよく出てくるという話。これ恣意というのは主観的なんですよね。客観的な事実をもっ

て答弁──それ私の話じゃないだろうと思いますよ、周辺にそういう話があるという意味で

しょう。それは確認しておきたいと思いました。

医療法には「国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する

体制が確保されるよう努めなければならない。」、これは義務づけられていますよね、国、

県、市、公立病院持っているところは。にもかかわらず、国はさっき言いましたように、交

付金、負担金をどんどん減らしてきよる。一方で、良質かつ適切な医療を提供しなきゃいか

んと言いながら、自治体に財政的なしわ寄せを押しつけてくる。医師がふえると患者がふえ

ると、だから医師はふやさないと、これは３月議会で質問しましたよね。厚労省は医師をふ
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やしていく方法を検討すると。提案しましたけれども、市長に、広域圏のあのふるさと基金、

10億円眠っていますので、それを生かしたらどうかという提案もしていましたけれども、そ

ういった国も努力をし、市町村も努力をする、広域圏も努力をしていく。そういった緊急避

難的なことじゃなく、中・長期に考えた場合に、これは必要だろうと。ＯＥＣＤ先進30カ国

の中で、日本の場合22位ですからね、絶対数で14万人足らないと。あるいは医師の過重労働、

過重勤務、長時間勤務、これも医師不足の一つの要因になっていますよね、特に勤務医の場

合は。そこの労働環境を整備していく上でもこれは必要だと。しかし、今度の武雄市民病院

の事態というのは、一般的な医師不足に解消するわけにはいかないと。

これは３月の議会で院長も、さっきここで聞いておけばよかったんですけれども、３月の

議会で答弁されたのは、昨年10月までは、医師は12名体制から14名体制になる、そういう佐

賀大学との約束があったと、これは答弁されましたよ。そうですよ。だから、平成18年度は

七千数百万円の赤字があったけれども、みんなで頑張って平成19年を黒字にしようというこ

とで努力をして、7,636万6,000円の赤字を結果的には2,900万円の赤字に抑えたわけですよ

ね、12カ月の間に──８カ月ですか、毎月決算の中では８カ月、黒字で努力されてきている。

これは市民病院全体で頑張った成果ですよ。2,900万円の赤字というのは許容範囲もいいと

こですね。ですから、佐賀大学は武雄市民病院の経営状態については、他の８つの公立病院

と比較をして、極めて健全だという評価をいただいている、そういう健全な財政をやってい

る。赤字はありますけれどもね、許容範囲の赤字だと。そう信頼をして、佐賀大学は医師を

派遣している。そういう話を私、医師会で何度も聞きました。そう評価されているんだと。

これが何でこういう今の事態を引き起こしたのかと。一般的な医師不足に解消すべきではな

いと。この責任はこの前の討論で言いましたけれども、市長が民間移譲を打ち出したところ、

そこで医師の大量退職が起こっていると、何回もこれで紹介しました。

愛知県の高浜市立病院、これは３月の討論で紹介したところですけれども、18名の医師の

全員退職。北海道江別市民病院、12人の内科医の全員退職。栃木県佐野市民病院、29人いた

常勤が次々退職をして、昨年３月までには全員退職してしまったと。大阪府阪南市立病院、

常勤の内科医師が全員退職。京都府舞鶴市民病院、市長が民間移譲を打ち出した途端に13名

の医師が全員退職したと。こういういろんな事例が全国的に起こっている。武雄市も決して

例外ではないと、そう私も討論でも指摘をしましたし、ここでも３月も質問したわけですけ

れども、そこの、私は改革の方向が総務省の経営形態の見直し、この総務省よりも、いち早

く武雄市はガイドラインに沿って出したと。私はそういった意味では、一番というのはいい

のかもわかりませんけれども、こういう事態を引き起こすような一番というのは好ましくな

い。

そういう意味で、私は市民病院を存続させていく上で、まずこの民間移譲という方針を白

紙撤回すべきだと。そうした上で、物事を決めてから医師会と相談、物事を決めてから市民
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に相談じゃなくて、第一にやるべきことは情報をきちんと公開していく。そういう手順が私

は必要だと、あえてこのことを指摘するわけですよ。

もう１つは、財政の問題では、これはきのうも論議になりましたけれども、市民病院に対

しては一円の赤字も出さんようにと。それは確かに公費を投入する場合、武雄は一般会計か

らの公費投入していませんからね、そして、国からの交付金がある。公金使っているのには

間違いない。一般会計から入れていない。公金を入れていれば入れているほど効率性だとか

無駄を省く、赤字が出ればいいということじゃないですね。努めてその努力をせにゃいかん。

しかし、一円たりとも赤字を出しちゃならんということではない。いわゆる採算重視の病院

じゃないですよね、公立病院は。民間の場合は、それは経営を圧迫しますから赤字を出さん

ようにしますよ。和白病院だって４人部屋から差額ベッドを１人当たり2,500円集めるとい

うんでしょう。いわゆる私が聞いた高木病院というところは、新しく病院つくるときには全

部個室だというんですよ。福岡の和白病院では４人部屋から１床当たり2,500円。私も久留

米に12日間入院したことがありますけどね、やっぱり１日当たり１万円の差額ベッドですよ。

たまたま入院給付金が出ましたので──ありますけれども。だから、そういった意味では、

こういった病院の改革の背景には、横文字の保険会社がいっぱい来よっでしょう、最近ね。

公費の公的資金を縮めといて、いわば医療外収入をふやしていく。こういう仕組みの中に、

今公立病院もぶち込まれてきている、この認識は私は必要だろうなというふうに考えており

ます。

もう１つは、昨日の論議の中で、移譲先の新病院には経営努力を十分してもらう、これは

新聞、マスコミで取り上げられたことですね。それでも持続が難しければ公費投入もいとわ

ない。そういう市長の発言をめぐって、きのうここでも論議ありましたね。公的病院が果た

す役割と民間病院が果たす役割、これはおのずと違いますよね。不採算部門を公的病院が担

う、いわばセーフティーネットという部分もあるでしょう。いわゆる終末期医療だとか、感

染症対策だとか、あるいは救急医療もそうでしょう。そういう部分があるから交付金を出し

ているわけですよね、民間には交付金来ません。そういう意味では、市長が言う努力しても

なおかつ赤字の場合、公金投入もあり得ますよと。そんなら、その公金投入あり得るなら市

民病院に公金投入すればいいわけですからね、そこはもう一度聞いておきたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

どちらが自律的で他律的だという問題だと思うんです。基本的に病院の経営というのは、

これは私は民間が一番いいというふうに思っています。それは病院の、どこの病院かにもよ

りますけれども、どっちかを選べれば、それは間違いなく民間が病院を経営するのが私は筋

だというふうに思っているんです。というのは、基本的に直営でやった場合に、これは持続
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できないというふうに再三申し上げておりますので、そういう意味で、民間が自律的に経営

をすると。その上で私たちが考えなければいけないのは、では、そしたら、民間の病院が全

く採算部門だけに走る。私はそれはないと思っています。だけど、先ほどの条例の話でもそ

うですけれども、やはり私どもとしては、ないだろうと思っていても、やっぱりそれはセー

フティーネットとしてきちんと考えとかにゃいけないというのが政治行政の私は役割だと思

うんです。

それで、私は公的な資金の投入については、きのう申し上げたとおり、そのセーフティー

ネットとして限定かつもう例外的、そして緊急避難的にそれを用いると。例えて言うと、き

のうちょっと申し上げればよかったんですけど、地震が起きたときはそうかもしれません。

あるいは何か水害があったときは、うちは水害多発しますので、そういったときに何らか、

もうこれは民間の努力だけでは非常に厳しいと、しかし、市民の皆様の生命を守らなきゃい

けないといった意味から、どうしても例外的にその公的資金があって、それが全体としての

市民の医療の福祉向上につながるのであれば、それは私はちゅうちょすべきじゃないという

ふうに私は佐賀新聞にお答えしようと思っておりましたけれども、議会で、きのうそれをき

ちんと申し上げればよかったなというふうには反省をしておりますが、私はそういうふうに

思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）〔登壇〕

結局、何ていいますか、市長は一番最初の私の質問に対して、直営でやれれば一番いいと、

その直営でやれれば直営でやっていくんだと。今は経営は民間が一番いいと。これも相矛盾

しますよね。直営でやれないようにしているのは一体だれなのかと。直営でやれなくしてい

るのは、先ほど言いましたでしょう、診療報酬を引き下げたり、外的要因が強いですよ。医

師不足を生じさせたりですね。国政を変えていくならば、医療がもっと充実していく、これ

はもうはっきりしていますよ。

そういうふうに考えていきますと、きのうも市長は財源をどうするのかと、後期高齢者の

問題で消費税上げなきゃいかんという話しされていましたよね、２％福祉に回すと。しかし、

消費税上げるのは大変なことですよ。消費税を１％上げることによって１兆2,500億円でし

ょう。もっと無駄を省くところいっぱいありますよ。

例えば、法人税が40％のころ、これがずっと消費税導入と同時にずっと下がってきて、

30％でしょう。それだって百五十数兆円の法人税減税ですよ。それで一方で、消費税は169

兆円ですか、この消費税が始まって以来、払っているわけですからね。そういう、いわば法

人税を減税しておいて消費税で賄っていく、この仕組みが今続いているわけでしょう。ある



- 179 -

いは消費税以外でも無駄を省くのいっぱいありますよね。

例えば、全国の自治体病院の赤字というのは1,476億円。1,476億円ですよ、全国自治体の

赤字はですね。５年前は631億円だったと。この５年間の間にこんだけ、2.3倍ですか、上が

っておるんですよね。こんなに赤字があるのに、国はこれを助けようとしない。

それで一方で、道路特定財源はよく出ますけれども、財源の問題で。本来ならことしの３

月に廃止すべきだった米軍への思いやり予算、何の法的根拠もないわけでしょう、思いやる

わけですからね。この思いやり予算2,083億円ですよ。ことし３月にもう出さなくてよくな

ったんだけども、継続しておるでしょう。こういうところの無駄を省いて国民の命と健康を

守る病院のほうに予算を厚くしていく、このことが私は大事だと、予算の使い方として。社

会が成熟していけばしていくほど、日本の将来が福祉や教育や医療や、本当に長生きしてよ

かったと、そう思えるような社会、そして、当然予算の主役というのは社会保障費を充実し

ていくと、このことは社会の発展過程の中で出てくると、そう思います。

ですから、今、後期高齢者医療保険制度についても議論を厳しく、ここで論議あっていま

したよね。これほど本当に頑張ってこられた高齢者を、どうして75歳で区切って、うば捨て

山という制度の中にほうり込むのかと、これに対する怒りですよ。次の質問に入っていきま

すが、あと３分ですからね。

そういった意味では、先ほど市長が言った直営でやれれば一番いい。しかし、今の構造改

革路線の中では、官から民へと、大きな流れになっている。その流れを変えようとするんじ

ゃなくて、今度は病院経営は民間が一番いい。ここはぜひ整理されておったらいいんじゃな

いんでしょうか。

市民病院を進めるためには、先ほど言いましたけれども、医師確保の問題があります。総

務省の改革ガイドラインの背景にある医療費抑制、これ何度も言いますけれども、これをや

めさせる。厚労省はけしからんとか、総務省はけしからんというのが、それは行動をもって

示していくことが必要じゃないですかね。ですから、具体的には診療報酬の引き上げ、高齢

者の医療費軽減、国の責任において医師を緊急的に確保すると。地域的な偏在もありますか

らね、国の責任で緊急確保が必要だと。武雄市の場合には先ほど言いました。一般的な医師

不足に解消するわけにはいかない。そういう意味では、市長の責任は極めて大きいと、そう

指摘せざるを得ません。そういった労働条件等々も緩和しながら、本当にそういった意味で

は市民の命と健康を守る、そのとりでとして８年間本当に財産として守ってきた市民病院で

すね、ぜひとも大事にしていく必要があると。これは国立病院から引き受ける、そういう過

程の中で、財産として我々が守ってきたわけですから、そういった意味では、ぜひ市長が民

間移譲の方針を撤回すると、このことを強く求めて、私の一般質問を終わります。

以上です。

〔29番「議長、議事進行について」〕
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○議長（杉原豊喜君）

29番黒岩幸生議員

○29番（黒岩幸生君）

実は私きのうの一般質問で、病院職員さんの職場確保ということで、どういう形をその存

続と望んでおられるのかという形で言いましたよね。そのとき例を出したんですよ、例をで

すね。阪南市立病院は、存続して縮小していったと。それから、氷見病院は、労働組合でも

めましたけど、１年後は指定管理にしたと。高浜市立病院ですね、このことについては、平

野議員は民営化を検討したから減っていったと言うけど、違うと。きのうの言い方ですよ。

岩井教授というのは、第一内科の教授であって、そこの職員が50人減ったという話しました

ね。だから、大学では、平成18年に向けて帰ってくると思ったら帰ってこなかったと、こう

いう医局の内容だと言いましたところが、平野議員さんは、それはおれは言っていないとい

う話になったんですね。だから、議事録を調べようとなりました。そのことを今申し入れし

ていましたけど、今も同じことを言われたんですよね。高浜市立病院は民営化したから、民

営化を市長が打ち出したら減ったと。皆さん聞いておられたと思うんですよ。だから、そう

しなければ、私がうそを言ったようになりますからね、これはね。だから、議長にきょう申

し入れしておりました、平野議員もわかっておられるから言ってくれと。言っていないです

よね。しかも、また使われましたから、私も名誉に関することですからね。きのうは医局の

状態を言いました。ほとんど医局のじゃ聞こえないんですよ。しかし、高浜市立病院の検討

委員会の議事録が載っているので紹介しました。それが否定されていたんですから、そのこ

とについては否定やなかったということをちゃんと言ってもらわなければ、議長かどっちか

言ってもらわなければ、私が名誉に関することですので、ぜひともお願いします。

〔22番「議長、議事進行について」〕

○議長（杉原豊喜君）

22番平野議員

○22番（平野邦夫君）

決して私、黒岩議員の名誉を傷つけようなんて毛頭思っていません。そのことを誤解ない

ように言っておきたいと思います。

この前、高浜市立病院のことについて平野が発言したと……

〔29番「平野さんて言うたです」〕

よかです、それは。私は「さん」はつけませんから。

直近の議会、５月30日の討論の中で言われたというふうに思いましたからね、私が討論に

したのは、愛知県高浜市立病院を例に出して討論したのは３月24日です。これはちゃんと、

そのことは黒岩議員にも言いましたし、議長にそのこと言いましたよね、改めて議事録を起

こす必要ないと。決して黒岩議員の名誉を傷つけようなんて思っていませんし、議事を混乱
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させようとは思っていません。ただ、この黒岩議員が調べた高浜市立病院の内容については、

私自身も調べてみたいというふうに思います。もう黒岩議員、調べましたからね。私自身も

調べてみて、事実に反することがあるならば、これは改めて訂正申し入れを議長にいたしま

す。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

ただいまの議事進行につきましては、昨日も申しましたけど、議事録等を精査して後ほど

報告するということを申しておりましたので、今、一般質問の会期中には精査した報告を出

していただきたいと思います。（発言する者あり）

以上で22番平野議員の質問を終了させていただきます。

以上で本日の日程は終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れさまでした。

散 会 15時50分


